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平成25年６月19日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成25年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第10号 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特

例基金条例の一部を改正する条

例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について

・平成24年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

○請願第32号 平成25年度宮崎地方最低賃金改

正等についての請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・宮崎県機械技術センターに係る指定管理者の

第三期指定について

・県立産業技術専門校におけるアンケート結果

等について

・立地企業の雇用実績について

・平成24年度県外からのスポーツキャンプ・合

宿の受入実績について

・えびの高原スポーツレクリエーション施設に

ついて

・記紀編さん１３００年記念事業の取組状況に

ついて

・県アンテナショップの状況について

・香港への訪問団の派遣等について

・建設工事における指名競争入札の試行につい

て（案）

・都城志布志道路の県境区間の新規事業化につ

いて

・スマートインターチェンジの整備について

・道路異状箇所の情報提供に関する日本郵便株

式会社との協定について

・宮崎県の高速道路の最近の動きについて

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 清 山 知 憲

委 員 外 山 三 博

委 員 中 野 一 則

委 員 押 川 修一郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 茂 雄 二

商工観光労働部次長
小八重 英

兼労働政策課長

企業立地推進局長 福 田 裕 幸

安 田 宏 士観光物流・東アジア戦略局長

商 工 政 策 課 長 田 中 保 通

金 融 対 策 室 長 沼 口 晴 彦

産 業 振 興 課 長 椎 重 明

産業集積推進室長 冨 山 幸 子

地域雇用対策室長 福 嶋 清 美

企 業 立 地 課 長 津 曲 睦 己

観 光 推 進 課 長 孫 田 英 美

大 西 祐 二記紀編さん記念事業推進室長

日 下 雄 介オールみやざき営業課長

古 賀 孝 士工業技術センター所長

森 下 敏 朗食品開発センター所長

渡 邉 靖 之県立産業技術専門校長

県土整備部
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県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

県土整備部次長
鈴 木 一 郎

（ 総 括 ）

県土整備部次長
図 師 雄 一

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
白 賀 宏 之

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 直 原 史 明

管 理 課 長 郡 司 宗 則

用 地 対 策 課 長 黒 木 秀 樹

技 術 企 画 課 長 髙 橋 利 典

工 事 検 査 課 長 永 野 広

道 路 建 設 課 長 大 坪 憲 男

道 路 保 全 課 長 坂 元 宗一郎

河 川 課 長 東 憲之介

ダ ム 対 策 監 上 山 孝 英

砂 防 課 長 加 藤 仁 志

港 湾 課 長 永 田 宣 行

空 港 ・ ポ ー ト
川 野 福 一

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 大 谷 睦 彦

建 築 住 宅 課 長 森 山 福 一

営 繕 課 長 上別府 智

施設保全対策監 山 下 幸 秀

高速道対策局次長 原 拓 実

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 山 口 修 三

議事課主任主事 田 代 篤 生

皆さん、おはようございます。○黒木委員長

ただいまから商工建設常任委員会を開会いたし

ます。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

、 。おりとしておりますが 御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時２分再開

皆さん、おはようございます。○黒木委員長

委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお 委員の質疑は執行部の説明が全て終わっ、

た後にお願いいたします。

おはようございます。○茂商工観光労働部長

商工観光労働部でございます。

初めに、委員の皆様方には、先般の県内調査

におきまして、県北地域の商工観光労働部関連

の施設などを調査いただき、まことにありがと

うございました。

さて、本日は、お配りしております常任委員

会資料の表紙の下のほうになりますが、そこの

目次にありますとおり、平成25年６月定例県議

会提出議案、平成25年６月定例県議会提出報告

書及びその他報告事項について御説明をいたし

ます。

まず、商工観光労働部から提出しております

議案ですが 「宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例、

基金条例の一部を改正する条例」につきまして

は、緊急雇用創出事業の実施期限が平成26年度

末まで延長されたことに伴う所要の改正を行う

ものであります。

次に、６月定例県議会の提出報告書にありま

す平成25年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてですが、これは平成24年度の議会におきま

して御承認をいただきました繰越額が確定した
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ことに伴い、報告をさせていただくものであり

ます。

その他報告事項といたしましては、先月末に

報道がありました県立産業技術専門校に関する

インターネット投稿動画等への対応といたしま

して、訓練生や職員を対象にアンケートを実施

いたしましたので、その結果の報告など８つの

事項を御報告させていいただきます。

議案及び報告事項の詳細につきましては、担

当課長、室長から御説明をいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

委員会資料の１ペー○福嶋地域雇用対策室長

ジをお開きください。

「宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例

の一部を改正する条例」の概要について御説明

いたします。

まず、１の改正の理由でありますが、当該基

金事業の実施期間が平成27年３月31日まで延長

されたことに伴いまして、基金の設置期間を延

長するものであります。

次に、２の改正の内容でありますが、附則に

規定している有効期限を「平成26年３月31日」

から「平成28年３月31日」に改めるものであり

ます。

なお、事業終了後１年間は清算期間となりま

す。

３の施行期日につきましては、公布の日とし

ております。

説明は以上であります。

議案の説明が終わりました。○黒木委員長

まず、議案について質疑はありませんか。

この条例改正は、期間を延長する○中野委員

ということの内容ですから、28年３月31日まで

この条例が適用ができるということですよね。

それで、きのう質問をして、余り質問できな

かったんですけれども、小林の北きりしま田舎

物語推進協議会、いわゆる子供たちを、中学生

でありますが、体験学習をさせるということで

本年度から受け入れをしております。それで、

きのうは要望ということで申し上げましたが、

ここの運営が非常に厳しくて、今、小林市の補

助金をもらって１人、それから、もちろんこの

緊急雇用のこれだと思うんですが、これで１人

雇って、受け入れのいろんな準備をしていると

いうことでありました。

ですから、そういうものに継続して、こうい

う補助金が適用できるのかどうかということを

お尋ねしたいと思います。

今、えびの市のほう○福嶋地域雇用対策室長

で緊急雇用基金を活用していらっしゃいますけ

れども、この事業につきましては、25年度、今

年度までの事業となっております。基金がまた

新たなメニューが出てくればそちらでというこ

とは可能性としてはあると思いますけれども、

現在のところは25年度までというふうになると

考えております。

この事務局は小林市の商工観光課○中野委員

の中にあるんですが、今から申請すりゃ、また

継続できるということですね。

今の緊急雇用基金の○福嶋地域雇用対策室長

メニューとしては25年度までとなりますけれど

も、緊急雇用基金がさらに延長されるなどの新

たなものができてくれば、そこに、改めて市の

ほうで事業を実施されるということは可能であ

ろうということでありまして、現在の事業につ

いては、なかなか、そのまま延長というのは、

今のところ、ないものと考えております。

。○中野委員 緊急にならないということですね
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緊急雇用だから、今まで使わさしてもらってい

、 、るから 次にまた継続して使うということには

緊急という対象にはならないから、ちょっと、

すると、この活用は難しいというふうに今聞こ

えたんですが。そうなんですか。

この緊急雇用基金の○福嶋地域雇用対策室長

事業ですけれども、実は23年度までで終わる予

定のものが、県議会の御要望とかの成果もあり

まして、今まで延長されてきているという経緯

がございます。

それで、今のところ実施されている事業につ

いては25年度までで終わるということになって

おりまして、24年度末に、さらに追加されまし

た「企業支援型緊急雇用創造事業 、これにつき」

ましては26年度までのまたがりが可というふう

になっております。

その後の基金事業がどうなるかということに

つきましては、まだ国から何も方針が示されて

おりませんので、今の段階では、それ以上の緊

急雇用基金の事業の継続というのは見えていな

いという状況でございます。

非常に、運営が厳しい状況であり○中野委員

ますし、今からが、具体的には取り組む事業で

ありますので、平成26年は1,000人を目指してい

るということで、もう既に予約が入っているら

しいんです。

ところが、なかなか、それを受け入れるため

の事務の受け入れ態勢が、非常に、運用費がな

くて困ってるというのが実情です。平成30年に

は１万人を、この西諸地域だけでも目指そうと

いうことでしております。そして、１万人を超

えたら、もうとてもじゃないということですの

、 、 、で きのうも言いましたとおり 宮崎県として

どこがそれを管轄するかわかりませんが、受け

入れて、県下全域にこれを広げるような事業に

進めてほしいというのが、この田舎物語協議会

の目標でもあります。

できたら、これがそういう目標に到達する過

程だということで、緊急というかそういうある

一定期間実施するような事業ですし、それが、

やがて宮崎県全体に広がる事業でもありますか

ら、ぜひ活用をできるような形で運用がしやす

いような形を取り組んでほしいというふうに要

望をしておきます。

ほかに質疑はありませんでしょ○黒木委員長

うか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでしたら、議案につい○黒木委員長

ては終わりたいと思います。

、 。次に 報告事項に関する説明をお願いします

産業振興課の報告は１件で○椎産業振興課長

ございます。

お手元の商工建設常任委員会資料の２ページ

をお開きください。

平成24年度宮崎県繰越明許費繰越計算書であ

ります。今回は、繰越額が確定し報告いたしま

すのは、商工費、工鉱業費、事業名「休廃止鉱

」、 。山鉱害対策事業 繰越額250万円でございます

この事業は、休廃止鉱山からの鉱害を防止す

るための工事を行う市町村への補助事業であり

ますが、事業主体であります高千穂町におきま

して 事業の一部を25年度に繰り越すこととなっ、

たことから、県の事業費につきましても25年度

に繰り越したものでございます。なお、高千穂

町の鉱害防止工事につきましては 今年度４月30、

日に完了いたしております。

産業振興課の説明は以上でございます。

ただいまの報告事項に関して質○黒木委員長

疑はありませんでしょうか。特にありませんで

しょうか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、次に、その他報告事○黒木委員長

項に関する説明をお願いします。

宮崎県機械技術センターに○椎産業振興課長

係る指定管理者制度の第三期指定について御説

明いたします。

お手元の委員会資料３ページをお開きくださ

い。

機械技術センターは、昭和54年に延岡市に設

置された公の施設で、機械金属工業の振興を図

るため、機械設備の利用や技術指導などにより

県内中小企業の技術力向上を支援する機関でご

ざいます。

次に、２の第二期の管理運営実績についてで

あります。

（１）の指定管理業務の概要でありますが、

現在の指定管理者は、第一期に引き続き、公益

財団法人宮崎県機械技術振興協会であり、指定

期間は来年３月末までの５年間となっておりま

す。業務内容は、機械設備の利用、維持保全に

関する業務や機械金属工業に係る知識及び技術

の習得に関する業務などであります。

（２）の施設利用状況であります。基礎技術

研修や技術講習会、設備利用は年度によって増

減がありますが、これは研修や講習の内容の変

化や年度ごとの新たな機械設備の導入状況が影

響しているものがございます。また、技術相談

や依頼試験は経済状況や企業の受発注が影響す

る指標でありまして、特に依頼試験は材料強度

等の成績証明書を発行するもので、東九州自動

車道等の公共工事の一段落や民間工事の減少等

によりまして減少傾向となっております。

（３）の施設収支の状況でありますが、収入

は全て指定管理料でありまして このうち平成23、

年度から約450万円程度減少しておりますが、こ

れは派遣されている県職員の給与が県からの直

接支給となったことによるものでありまして、

業務執行に要する経費は、ほぼ横ばいとなって

おります。

（４）の管理運営状況でありますが、制度導

入を契機としたサービス向上等の取り組みとし

まして、休日、時間外の設備利用等に対応する

ため警備員が常駐したり、熟練技能者による技

術伝承や専門家派遣による現場指導等がござい

ます。

資料の４ページをごらんください。

５ の評価でありますが 企業訪問等によっ（ ） 、

て利用者ニーズの把握に努めながら業務の見直

しを行っているため、企業からは一定の評価は

いただいております。また、財政の健全性や組

、織運営面でも必要な管理体制は確保されており

地元自治体等の関係機関とも連携を図るなど、

地域貢献にも積極的に取り組んでおります。

次に、３の第三期の募集方針（案）の概要に

ついてであります。

（１）の業務の範囲は、基本的には第二期と

同様でありますが、上から２つ目の機械金属工

業に係る知識及び技術の修得に関する業務につ

きましては、利用者へのアンケート調査の結果

。を踏まえ内容を一部見直すこととしております

指定期間は、平成26年４月１日から平成31年

３月31日までの５年間、基準価格につきまして

は これまでの実績等を踏まえまして 年額5,265、 、

万3,000円、５年間総額で２億6,326万5,000円と

設定したところであります。

４ の募集でありますが 募集期間は７月10（ ） 、

日から９月10日までの２カ月間とし、県公報や

ホームページでの広報、現地説明会などを行う

こととしております。

（５）の資格要件でありますが、①の県内に
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事業所等を有する、または設置しようとする法

人等であることや、②の不正行為や入札妨害等

を行っていないことなどであります。

（６）の選定でありますが、選定方法としま

しては、一次審査として申請書類に基づいて資

格審査を行い、その後、二次審査として指定管

理者候補者選定委員会においてヒアリングを実

。施した上で審査を実施することとしております

この指定管理者候補者選定委員会につきまして

は、透明性、公平性を高めるため、ここに記載

しておりますように県職員以外の外部委員５名

で構成されております。

５ページをお開きください。

（７）の選定基準については、①の住民の平

等な利用が確保されること、②の事業計画の内

容が公の施設の利用を最大限に発揮するもので

あることなどの５項目でありまして、審査項目

・配点につきましては、この５項目ごとに、表

にありますような審査項目及び配点を設けてお

ります。内容としては、ほぼ前回と同様であり

ます。

二次審査におきまして、各委員がこの項目と

配点に基づき審査を行い、最も高い得点の申請

者を指定管理者の候補者に選定することとして

おります。

次に、６ページをごらんください。

（ ） 、 、９ のリスク管理 責任分担でありますが

施設や設備等が損傷した場合などに県と指定管

理者のどちらが費用負担するかを示したもので

ございます。

最後に、４のスケジュールについてでありま

すが、今後、７月10日に募集を開始し、10月上

旬に第２回選定委員会を開催し、候補者を選定

した後、11月議会で議決していただいた上で、

来年度以降の指定管理者を指定することとして

おります。

説明は以上であります。

○小八重商工観光労働部次長兼労働政策課長

労働政策課でございます。ただいま、私が労働

政策課長を兼ねておりますので、私から説明を

さしていただきます。

まず、産業技術専門学校におけるアンケート

結果等についてでございます。

資料の７ページをお開きください。

まず、１の経緯でございます。本年３月と４

月に、大手投稿サイト「ＹｏｕＴｕｂｅ」に県

立産業技術専門校の指導員が訓練生に暴行をし

たとされる動画ですとか、勤務中に作成したと

する私物の写真、校外へ持ち出したとする工具

の写真、勤務中に散歩をしていたとする写真な

どが掲載されたところであります。

これらの投稿に関しましては、先月末、記者

発表をいたしましたが、関係職員や元訓練生か

ら当時の状況を聞くなど、可能な限り事実関係

を確認したところであります。その結果、指導

員が訓練生へ暴行したという事実は認められま

せんでしたが、職員による不適切な行為も確認

されたところであります。まことに申しわけご

ざいません。

それで、私どもといたしましては、このよう

な状況を深刻に受けとめまして、投稿内容以外

にも不適切な行為がないかを確認するため、今

回、訓練生及び職員を対象としたアンケートを

実施したところであります。

それでは、２のアンケートの結果について御

説明いたします。

まず （１）の調査方法でありますが、調査対、

象は訓練生131名、職員は非常勤職員を含む38名

で、５月31日から６月４日にかけてアンケート

実施いたしました。調査の対象とする期間は訓
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練生の在校期間と同じにし、昨年４月から調査

日までとしております。

次に （２）の調査結果であります。資料の中、

ほどより下の線囲みの中でございます。

①の訓練生に対する調査では、問１として、

今までに暴力による体罰など不適切な指導を指

導員から受けたことがあるか。不適切な指導を

、受けたのを見たことがあるかとの問いに対して

ある との回答が１名 ない との回答が130「 」 、「 」

。 、名でありました 米印で記載をしておりますが

「ある」と回答した１件につきましては 「不適、

切な指導を指導員から受けた」とするもので、

「授業中に訓練生の個人情報を漏らした」とい

う内容でありました。体罰に当たるような事例

ではございませんでした。問２では、不適切な

指導のほか、投稿されたようなことをしている

職員を見たことがあるかと質問をいたしました

が、回答は全て「ない」でございました。

右側８ページをごらんください。

②の職員に対する調査では、問１として、平

成24年４月から現在まで、暴力による体罰など

不適切な指導を行ったことがあるか、また不適

。 、切な指導を行ったのを見たことがあるか また

問２として、不適切な指導のほか投稿されたよ

うなことをしたことがあるか、また他の職員が

するのを見たことがあるかと質問をいたしまし

たが、いずれに対する回答も全員が「ない」と

いう結果でございました。

以上が、訓練生及び職員を対象としたアンケ

ートの結果であります。

最後に、３の今後の対応等につきましては、

（１）にありますとおり、職員の不適切な行為

が確認されたことを受けまして、産業技術専門

校では、服務規律の保持やコンプライアンス意

識の向上に向けて、既に、校長の訓話を行い、

研修会を開催するなど対策をとってきておりま

すが、今後とも機会あるごとにその徹底に取り

組み、職場風土の一新と不適切な行為の再発防

止を図ることとしたところであります。

また、特に、今回のアンケート結果を受けま

して、職員に対しては、個人情報の取り扱いに

は細心の注意を持って当たるよう指導したとこ

ろでもございます。

今回の「ＹｏｕＴｕｂｅ」への投稿は、報道

を契機にいたしまして、動画の再生件数が40万

回を超えましたほか、インターネット上では憶

測や誤解に基づいた書き込みが多数なされたと

ころであります。この投稿につきましては、６

月16日には削除をされ、投稿者本人からも削除

の事実を確認しておりますが （２）にあります、

とおり、今後本格化する２年生の就職活動や来

年度の訓練生募集に影響が出ないよう、関係企

業や高校等に対しましては、産業技術専門校の

取り組み等を説明し理解を得てまいりたいと考

えております。

説明は以上でございます。

。○津曲企業立地課長 企業立地課でございます

４月の閉会中の常任委員会にて御要望のありま

した立地企業の雇用実績につきまして調査結果

がまとまりましたので、御報告をさしていただ

きます。

９ページでございます。

１の調査の概要であります 平成20年度から24。

年度まで過去５年間に認定をいたしました企業

に、ことし４月１日現在の雇用状況につきまし

て、アンケートを郵送し、電話で聞き取りを行

いました。

２の結果をごらんください。過去５年間の立

地件数、合わせて143件でございます。これらの

企業さんが立地計画認定の際、数年間、例えば
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３年とか５年で、雇用計画を申告をしていただ

きます。これらを合計いたしました最終雇用予

定者数は、合わせて6,337人であります。今回の

調査では、正規やパートなど合わせて6,066人と

いう結果になりました。

３に年度ごとの一覧表を掲げております。縦

に立地件数、予定者数それから調査結果でござ

いますが、20年度あるいは21年度は順調に雇用

が進んでおります。一方、昨年、24年度に認定

をしました企業では、1,100名余りの雇用予定者

数に対しまして、今回656名となっております。

これは、企業さんによりますと、現在、工場や

事務所を建設をしたり整備をしている、まさに

。操業準備の途上にあるということでございます

、「 」私たちといたしましては フォローアップ事業

と銘打ちました会社訪問を行い、一日も早く操

業開始、営業開始をお願いするとともに、一人

でも多くの雇用が進むよう働きかけてまいりた

いと考えております。

企業立地課は、以上であります。

。○孫田観光推進課長 観光推進課でございます

平成24年度県外からのスポーツキャンプ・合

宿の受け入れ実績について御報告いたします。

。常任委員会資料の10ページをごらんください

スポーツキャンプ・合宿の受け入れ実績につ

きましては、県内全ての市町村に加え、選手等

の宿泊施設などから団体ごとの参加人員や滞在

期間等の御報告をいただき、それらをもとに集

計、分析した結果を毎年公表しているところで

ございます。

まず、１の24年度、24年４月から25年３月ま

での１年間を通しての状況であります。プロ野

球、Ｊリーグなどのプロ、社会人・学生などの

アマチュアを合わせまして、1,241団体、参加人

数３万540人、延べ参加人数16万8,017人であり

ました。表の下に主なポイントを記載しており

ますが、いずれの数値も23年度の実績を上回っ

ておりまして、本データを取り始めた平成５年

度以降、過去最高という結果でありました。

延べ参加人数について、種目別で見ますと、

サッカー、バスケットなどが増加しており、時

期別で見ますと、夏季、４月から６月、７月か

ら９月と春季、１月から３月が23年度と比べて

延べ参加人数が増加しております。

続いて、資料の11ページ、２、春季のキャン

プについてであります。

前ページ、24年度全体の実績の内数となりま

すが、団体数につきましては、プロ、アマチュ

アを含めて、合わせて465団体、参加人数は１

万1,993人、延べ参加人数９万2,074人で、いず

れも昨年の実績を上回っております。

、 、 、主なポイントでありますが 種目別で 野球

サッカーの延べ参加人数は増加しており、プロ

野球５球団に加え、韓国プロ野球１チームが長

期にわたりキャンプいただいたことが大きな要

因と考えられます。また、観客数については、

ＷＢＣ日本代表合宿やプロ野球のオープン戦２

試合、球春みやざきベースボールゲームズの実

施により約56万3,000人となり、昨年に比べて大

幅に増加いたしました。

次に（２）の経済効果等であります。キャン

プ参加者や観客の方々の宿泊料や旅行雑費など

がもたらした経済効果は その波及効果を含め95、

億6,000万円と、またテレビの全国ネット放映や

新聞記事の掲載をＣＭ、広告料金に換算したＰ

Ｒ効果は、81億3,700万円と試算いたしておりま

す。

主なポイントといたしましては、ＷＢＣ日本

代表合宿等により、経済効果、ＰＲ効果ともに

昨年に比べて大幅に増加し、ＰＲ効果は過去最
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高記録を更新いたしました。

12ページには、平成25年春季のプロスポーツ

キャンプの状況を記載しております。

プロ野球は、ファームを含めて５球団、韓国

プロ野球１チーム、Ｊリーグ19チーム、韓国プ

ロサッカー１チームがキャンプを行っておりま

す。また、表の左側に○と表示してある欄は、新

新規に宮崎でキャンプを行っていただいたチー

ムであります。

また、その次のページには、キャンプ・合宿

の通年分及び春季キャンプ分の受け入れ実績の

推移を示した資料を添付しておりますので、後

ほどごらんいただきたいと存じます。

このように、スポーツキャンプは、スポーツ

ランドみやざきづくりの中核を担っており、本

県の経済活性化や全国への情報発信に大きく貢

献しているものと考えております。スポーツラ

ンドみやざきの一層の推進のため、今後とも官

民一体となって、スポーツキャンプ・合宿等の

誘致に向けて積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、えびの高原スポーツレクリエーション

施設についてであります。

。常任委員会資料の14ページをごらんください

まず、１の経緯でありますが、平成22年度に

整備したリンク設備について、23年度のシーズ

。ン中にフェンスの土台部分に破損が生じました

このため、24年度シーズンの営業に間に合うよ

う、工事期間も考慮して、損傷の大きかった北

側部分についてのみ基礎部分を強固にするとと

もに、フェンスへの圧力を逃すため、支柱の固

定方法を工夫して改修し、それ以外の部分につ

いては、指定管理者において土台の亀裂等を補

修したところであります。

しかし、24年度シーズンにおきましても、幸

いにも利用者の安全性には問題はありませんで

したが、北側フェンス以外の土台部分が一部破

損しており、補修が必要な状況となっておりま

す。具体的には、委員会資料とは別に写真をお

配りしておりますので、そちらをごらんくださ

い。

、 、１枚目は アイススケート場の平面図ですが

下のほうが北側となり、２枚目以降の写真の位

置をお示ししております。

それでは、２枚目の写真をごらんください。

①、②が北側の状況であります。基礎自体に破

損はありませんが、リンク内の氷の圧力により

若干外側に押されております。次に、③、④が

西側になりますが、土台に亀裂が生じておりま

す。次に、⑤、⑥が南側で、土台部分に大きな

亀裂はありませんが、コーナー付近でアスファ

ルトに亀裂が生じております。そして、⑦、⑧

が東側になりますが、西側と同じように土台の

一部に亀裂が生じております。

それでは、委員会資料に戻っていただきまし

て、２の破損の原因についてであります。

昨年度シーズン中に地中温度の測定や土質調

査等を行った結果、スケート場の地盤の土中の

、 、水分が凍る いわゆる凍上によるものではなく

リンクの結氷圧力で土台が押され、その一部に

亀裂が生じ、そこに溶けた水等が入り、凍結を

繰り返すことにより土台を破損したものと結論

づけられたところであります。

、 。最後に ３の抜本的対策についてであります

現在、アイススケート場の設計に詳しい業者

に抜本的な対策について相談をしており、具体

的な対策案がまとまった段階で、専門家の意見

も参考にしながら検討していきたいと考えてお

ります。

、 、なお 昨年度に発生した破損箇所については
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今シーズンの営業に支障が出ないよう補修を行

うことにしております。

報告は、以上であります。

記紀編さ○大西記紀編さん記念事業推進室長

ん記念事業推進室でございます。

委員会資料の15ページをお願いいたします。

記紀編さん1300年記念事業の取り組み状況に

ついてでございますが、この記紀編さん1300年

記念事業におきましては、さまざまな切り口か

ら工夫を凝らして、情報発信ですとか観光ＰＲ

にさらに積極的に取り組んでまいりたいという

ふうに考えておりまして、本日は、今年度の取

り組み状況について２点御報告をいたします。

１点目は、博多座「坂東玉三郎主演の「アマ

テラス 」を活用したＰＲについてということで」

ございます。

御案内のとおり、歌舞伎界を代表する坂東玉

三郎さんが演出・主演をいたします日向神話に

ちなんだ公演にあわせまして 「神話のふるさと、

みやざき」を広くＰＲしようと、高千穂町と

県が連携して取り組むものでございます。

先日、６月５日になりますが、岩戸開きの舞

台であります天岩戸神社におきまして、大変大

勢の観客が見守る中で成功祈願が取り行われた

ところでございます。当日は、県内外から20社

を超えるマスコミの取材がありまして、神話ゆ

かりの地としての高千穂町そして宮崎県が大き

く報道されたところでございます。今後、福岡

市や博多座の御協力を得まして、観光ＰＲです

とか神楽の奉納 物産販売といったプロモーショ、

ンを予定しております。９月の公演に向けまし

て、この機会をぜひ大いに生かしてＰＲをして

まいりたいというふうに考えております。

２点目は 「神話のふるさと みやざき」プロ、

モーション映像制作・発信についてでございま

す。

ことし５月のカンヌ国際映画祭で、日本人の

映画監督としては初めてとなる審査員を務めら

れた河瀬直美さんにプロモーション映像の制作

を依頼いたしまして、宮崎県の風土ですとか、

日向神話の魅力を広く発信しようというもので

あります。

６月６日から７日にかけまして、高千穂町や

宮崎市の神話ゆかりの地の視察の様子などが、

これもまた大きく報道されたところであります

けども、河瀬監督は「宮崎県では神話が人々の

生活に息づいており、そうした宮崎のよさ、美

しさといったものを世界に発信できるような作

品をつくりたい」というふうに意気込みを語っ

ておられました。

映像につきましては、３分程度のものを今年

度中に３作品制作をしていただきまして、イン

ターネットの動画サイトで配信をいたしますほ

か、県内外でのイベントや観光プロモーション

に活用をするということにしております。

なお、河瀬監督は、現在、奈良県の在住で、

奈良県のプロモーション映像も制作した実績が

ございます。今回の私どもの企画につきまして

、 、 、は これを当時担当した奈良県の職員が 現在

交流人事でこの４月当推進室に配属されたとい

うことを一つのきっかけにしまして、その人的

なネットワーク等を生かして企画・立案・実行

。につながってきたものということでございます

説明は、以上です。

オールみやざ○日下オールみやざき営業課長

き営業課でございます。

16ページをお開きいただければと思います。

オールみやざき営業課からは２点ほどの御報

告をさしていただきます。まず、16ページ、県

。アンテナショップの状況についてでございます
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まず、１の（１）に各アンテナショップの平

成24年度の売り上げ状況を記載しております。

みやざき物産館につきましては、前年比15.2

％減の２億8,734万5,000円となっております。

新宿みやざき館は7.9％減の３億485万7,000円、

大阪事務所につきましては、5.1％増の1,200

万2,000円となっております。買い上げのお客さ

んの数につきましては、それぞれのアンテナ

ショップ、残念ながら、みやざき、新宿と、大

阪も含めてですが、前年を下回ったところでご

ざいます。

１の（２）に過去の売上額の推移を掲げてお

りますが みやざき物産館につきましては平成20、

年度、新宿みやざき館につきましては平成19年

度が売り上げのピークとなっており、その後は

減少傾向が続いているところでございます。

続きまして、２の各アンテナショップの部門

別の売り上げ状況を記載しております。

みやざき物産館は、観光客が主となっており

ますことから、お土産のお菓子が３割を超えて

。 、いるところでございます 新宿みやざき館では

農産品や畜産品など日常品の売り上げが多く

なっており、また軽食コーナーも4,600万ほどの

売り上げとなっております。大阪事務所につき

ましては、ビルの９階にありますことから、県

人会の関係など宮崎とゆかりのある方が主なお

客様となっており、焼酎が３割を超えていると

ころでございます。

最後に、３といたしまして、アンテナショッ

プの展示・取扱商品の数を掲げております。

、アンテナショップの売り上げにつきましては

宮崎ブームの沈静化や消費の低迷など大変厳し

い状況にございますが、アンテナショップを運

営する宮崎県物産貿易振興センターでは 平成24、

年度から26年度にかけての中期経営計画を策定

しておりまして、公益事業の積極的な展開や安

定的な財源の確保など実施計画をまとめたとこ

ろでございます。このアンテナショップの運営

につきましても、品ぞろえの充実や店舗外の催

事への積極的な参加、またＩＴやマスメディア

等を活用したＰＲの強化など、できることを着

実に実施することとしております。

続きまして、資料の17ページをお開きくださ

い。

香港への訪問団の派遣等についてでございま

す。

まず、１の香港への訪問団派遣についてでご

ざいます。

訪問団の趣旨につきましては、県香港事務所

が６月13日より活動を開始したことでございま

して、８月に宮崎から直行のチャーター便によ

る訪問団を派遣いたしまして、事務所のオープ

ニング式典それからＪＡ宮崎経済連との合同で

の県産品や観光誘客等のＰＲレセプションを開

催することとしております。日程につきまして

は、８月26日から29日まででございますが、知

事につきましては、28日からシンガポールと台

。湾を引き続いて訪問することとなっております

搭乗予定者につきましては、一般公募を含みま

す150名程度を予定をしております。

続きまして、２の宮崎県香港事務所の概要に

ついてでございます。

まず、事務所の機能でございますが、県産品

の販路開拓等を積極的に推進するために、商品

サンプル等を保管する物流倉庫と県内企業等の

現地活動拠点となるフロンティアオフィスを６

ブース併設しております。設置場所につきまし

ては、香港国際港に隣接した利便性のよいとこ

ろでございまして、面積は150平米、スタッフは

県職員１名と現地採用職員２名の計３名体制と



- 12 -

平成25年６月19日(水)

なっております。

最後に、３の香港「みやざき棚」についてで

ございます。

概要といたしましては、大阪に本社のある民

間企業が昨年12月に開設をいたしました店舗の

一角を借り上げて、本県の産品をそろえた「み

やざき棚」として、５月28日から運営をしてお

ります 出展企業数は現在５社 出展品目数は12。 、

品目となっておりますが、出展品につきまして

は随時受け付けをしております。

香港につきましては、自由貿易また日本から

の最大の食品輸出相手国ということで、また、

さらには背後に中国本土が控えておりますこと

、 、から 大変重要で有望な市場でございますので

県香港事務所の現地拠点機能を十分に活用いた

しますとともに、農政水産部とも十分連携を図

りながら、本県の農畜産品や加工食品などの販

路開拓等を積極的に推進してまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○黒木委員長

た。

その他の報告事項について質疑はありません

か。

三、四点ほど、ちょっと伺いたい○西村委員

と思います。

産業振興課の、先ほどの機械技術センターに

係る指定管理者の部分で、４ページの頭の部分

に評価とありまして 「機械金属工業を取り巻く、

環境は厳しく」というところが冒頭にあります

が、どういった面で機械金属工業を取り巻く環

境が厳しいのかがよくわかりませんので、説明

をお願いします。

例えば、資料の３ページを○椎産業振興課長

見ていただきたいんですが、施設の利用状況、

具体的な例をお示ししますと、２の（２）施設

利用状況の、例えばこの依頼試験、設備利用の

ところを見ていただきますと、特に依頼試験に

つきましては1,243件から709件というふうに、

かなりの落ち込みを示しております。

この理由でありますが、主なこの減少の原因

が、平成20年９月のリーマンショック、そして

その後の東日本大震災、それから歴史的な円高

等々の影響がありまして、本県中小企業製造業

の受注件数の減、また先ほどお話しました東九

州自動車道の事業完了等によります公共工事の

減少等によりまして、こういう発注企業や官庁

から求められる試験、証明書等の発行が大幅に

減ってます。そういう意味では、景気が、こう

いう面で、県内の特に県北の中小企業に影響を

与えているというところでございます。

以上でございます。

今のところで、その機械金属、そ○西村委員

ういう加工に関する商売をされてる方が、企業

数が減ったりとか企業の受注の仕事がどんどん

減ってると また 減ってることに対して ちょっ、 、 、

、 、と 今後の見通しも非常に厳しくなってるから

企業の訪問によって、新たな利用者ニーズの把

握に努めているというのは、このセンター自体

が新しい利用者さんをつくるというか、新しい

技術力を提供するということなんでしょうか。

今、委員がおっしゃった、○椎産業振興課長

当然そういうこともございまして、実際、こち

らのほうでは、毎年、県内各企業に対しまして

アンケート調査を実施しております。

その中で、現在、こういう中小企業の方々は

、どういう機械設備を求められてらっしゃるか等

そういう情報を得まして、予算の関係もありま

すが、順次、県あるいは国等のいろんな支援制

度を活用しながら、そういう機器等の整備を図
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りながら、そういうニーズに応えていこうとし

ております。

、 、 、 、また 技術指導につきましても 実際 県内

特に県北ですが、企業訪問あるいは研修会等を

通しまして、県内中小企業の方々の技術力向上

に努めているところであります。

ありがとうございます。次に行き○西村委員

ます。

観光振興課の10ページ、先ほど、団体数、参

加人数、延べ参加人数の推移で、全て過去最高

で、非常に好調だという話を聞きましたが、

ちょっとわからないのが、例えば、ジャイアン

。 、ツがもう秋季はやめてしまってるわけです 今

その流れの中で、大きなチームが来ないことに

よって施設が非常にあいて、その分多くの団体

が受け入れるようになった面が、そういったプ

ロ野球、プロスポーツの長い期間が短くなった

ことで受け入れることがふえたのか。

もう一点は、この延べ参加人数の「延べ」と

いうところの定義を教えていただきたいと思い

ます。

現状におきまして、スポ○孫田観光推進課長

ーツキャンプ・合宿につきましては、実際のと

ころは設備はほぼフル稼働している状況でござ

いまして、一部球団がキャンプ地を移したこと

によってあいたために、ほかのところが入って

きたからというような状況にはなっておりませ

ん。

延べ参加人数といいますのは、例えば、10人

の方々が３泊４日で合宿をしていただけますれ

ば、延べで30人なり40人という形になっていく

ということで 何泊したかによって人数が変わっ、

てくるということになります。

ありがとうございます。○西村委員

先ほど、フル稼働っていうことは、もう、延

べ参加人数に対してはこれ以上の受け入れとい

うものが非常に厳しいというか、これ以上はな

かなか難しい状況なんでしょうか。

先ほどフル稼働と申し上○孫田観光推進課長

げましたのは、現在の春季等のトップシーズン

の状態でございまして、ほかのシーズンにおい

てはあいてる時期がかなりあるということで。

今後の取り組みといたしましては、通年化と

いうような形で、ほかの時期にもたくさんの方

を受け入れることで全体の数としてふやすこと

はまだ可能であると考えております。

済みません、また別に、記紀編さ○西村委員

ん記念事業推進室について伺います。

１点、坂東玉三郎さん主演のＰＲについて、

これ非常にすばらしいニュースであったんです

が、この中の事業内容で、１点、博多座さんで

やられることに対しては本県もＰＲを協力して

いこうということはわかるんです。高千穂町か

らの公演応援ツアーの実施っていうものを、ま

ず県が取り組む理由と、高千穂町じゃなくても

ほかの地域 もっと人口が多い地域のほうがもっ、

と多くの人に行ってもらえるんじゃないかと思

うんですが、その点を教えていただきたいと思

います。

先ほどの○大西記紀編さん記念事業推進室長

御説明が不足しておりましたけど、高千穂町と

県との連携事業ということでありますが、主体

的には、博多座と高千穂町との連携事業に対し

まして、県が財政面も含めて御支援をするとい

うスキームのものになっております。

この御質問のあった高千穂町からの公演応援

ツアーというのは、高千穂町が主体的にされる

分なんですけども、町民の方々にバスを提供し

まして博多座に御案内をするというようなこと

を町としては計画をされてるというようなこと
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でございます。

それは、高千穂町から行くことも○西村委員

あるし、高千穂町に呼ぶこともあるんですか。

基本的に○大西記紀編さん記念事業推進室長

は、高千穂町からの送迎をするという計画に今

のところなっております。

済いません、最後に１点。同じく○西村委員

記紀編さん記念事業のその下にあります「神話

のふるさと みやざき」プロモーション映像制

作事業が、まず、本来なら昨年やるべきであっ

たものと思いますけども、さっき経過を聞きま

した。奈良県から来られてる方の人脈を使われ

て この河瀬さんのプロモーション 契約に至っ、 、

たということでわかるんですけども、それまで

に、宮崎県はそのプロモーション事業をやって

なかったのか。河瀬さんという有名な方が契約

になったからあわててやることになったし もっ、

と言えば、奈良県で既に奈良県のプロモーショ

ンをつくられた方がやるという、どうしても

、ちょっと二番煎じの感が否めないもんですから

そのあたりを伺いたいと思います。

映像関係○大西記紀編さん記念事業推進室長

のプロモーションにつきましては、記紀、神話

に特化したようなものというものが、なかなか

昨年来見当たらないものもございました。もち

ろん、ＮＨＫのＢＳ放送で、神話ゆかりの地を

放送していただいたりとか、そういった取り組

みももちろんやってきたところでございます。

ただ、もう少しロングランでこの事業を続け

、 、ていく際に しっかりとしたといいましょうか

ある程度、統一的なイメージ、ブランディング

のようなところを意識した上で、今回、河瀬さ

んにお願いをしようということになったわけで

ございます。

奈良県での実績と申しますのが、この河瀬さ

んという方は、奈良県の中山間地域のプロモー

ション、こういったものを多く手がけておられ

まして、いわゆる観光プロモーションというと

こよりかは、むしろそこに暮らす人々に焦点を

当てたような画像ですとかあるいは文化ですと

か、そういったところに非常に焦点を当てて映

像をつくり込まれる。この記紀編さん1300年事

業の目指すところも、やはりそういったところ

から奥深いものとして発信をしていきたいとい

うようなとこがございまして、今回、河瀬さん

にぜひお願いしたいというところでスタートを

さしていただこうということにしたものでござ

います。

今の話で、非常に、河瀬さんとい○西村委員

う有名な方に手伝っていただけるというのは非

常に光栄なんですけども、県民の中には、もう

記紀編さん1300年だからいいじゃないかという

声も、やっぱりスタートダッシュにうまくいか

なかったという反対論というかそういうものも

あって、せっかくであれば、神話のふるさとで

その神話ゆかりの地だけのプロモーションでは

なくて、できれば宮崎県全体観光につながるも

のにしていただいたほうが、この1300年事業が

終わった後も継続してそのイメージを売り込む

こともできるのかなとも思います。やはり、ま

た一つでは、逆に記紀編さん事業を盛り返すた

めに、この起爆剤として使うんだという新たな

使い方もあるかもしれませんが、なかなか、県

民の中には、記紀編さんに対して非常に失望感

が高いのも事実でありますので、しっかりと商

工労働部全体でやっぱり考えていただきたいこ

とだと思っております。

以上です。

補足説明をお願いしたいと思いま○中野委員

す。
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、 。７ページ このアンケート調査の結果ですが

結果から見れば、訓練生、職員とも、余り大し

たことは現時点ないということでしたが、この

訓練生に対する調査の中の、ちょっと意味がわ

かりませんので補足を求めたいと思うんです。

いわゆる、本人は、生徒は暴力だと思って間

違って 「ある」と１人答えたけれども、それを、

再度調査したら不適切な指導であったんだと、

。 、暴力ではなかったということですよね それで

授業中に訓練生の個人情報を漏らしたというこ

とで、その意味合いがわからんのです。ある個

人の情報を漏らしたということはいけないこと

だと思うんです。それを不適切に指導をしたと

いうことの書き方ですか。その辺がちょっとわ

かりづらいんですが。なぜ、指摘になるような

ことになったんだろうか。

私どもの訓練生○渡邉県立産業技術専門校長

に対する問いの質問、問１につきましては、経

緯といたしましては、体罰というものをメーン

として質問をしたところでございます。ただ、

その体罰以外にも不適切な指導というのはある

ということもありまして、それも含めての質問

をしたところです。

生徒のほうから、その問１のところに回答と

してありましたものが、アンケート用紙には、

授業中に生徒の個人情報を漏らすのはやめてく

ださいと、また職員間も同様ですということで

した。個人情報のいわゆる漏えいというのが、

いわゆる訓練指導の中での不適切なものではな

いかというふうに私どものほうで考えまして、

生徒のほうに具体的な確認をしたところでござ

います。

当該生徒に確認したことにつきましては、ま

ず、その不適切な指導というか発言をした訓練

、指導員は誰かということを聞いたんですけども

生徒のほうからは、誰が話したかについては言

いたくないと、逆に、言うと自分が話したとい

うことが特定されるということで、どの指導員

がしたということについての回答は得られませ

んでした。

そして、また授業中に生徒の個人情報を漏ら

すことはやめてくださいということがありまし

たので、どういうことかと、どういうことを話

してたのかということを聞いたんですが、それ

については、個人の履歴事項について授業中に

漏らされたという回答を得ました。

ただ、これをより具体的に、それではその履

歴事項はどういうことで、それはあなた自身に

関することかという質問までしましたところ、

それについては、やはり 本人としては、自─

分が特定されると先ほど言いましたが それ─

以上のことについては回答が得られなかったと

ころでございます。

また、職員間も同様であるということについ

てはどういうことかということを、これも確認

しましたところ、職員室で周りに人がいるにも

かかわらず、職員同士が個人情報について話し

てるということを回答がありました。ただ、こ

れについても、これ以上の具体的なことについ

ては、本人から回答は得られなったとこであり

ます。

これを踏まえまして、当該学生につきまして

は、個人情報の管理については、十分、今後、

職員に対してそれから指導員に対しても注意す

るように徹底するという旨を伝えたところでご

ざいます。

以上でございます。

わかりました。○中野委員

次に、９ページ、この立地企業の雇用の実績

ですが、20年、21年、22年、既に最終雇用数を
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上回る従業員ということですから、より以上に

雇用に努めてもらったということで、うれしい

ことだというふうに思います。いわゆる、これ

は、最終目標では、５年間に雇用する目標を立

てて立地企業ということで認定されますよね。

その結果だから、いいことだというふうに思い

ます。

しかし、これは立地件数の企業ごとの調査

で、20年、21年、22年、23年というこの立地件

数です。立地というのは、１年間でそのくらい

のもんだったですか。

この立地件数のところの○津曲企業立地課長

数字は、これ年度ごとの立地件数、その企業さ

んの数が書いてございます。

トータルで、最終雇用以上の雇用○中野委員

してもらったということだと思いますが、これ

で、最終雇用予定を下回ったというのは全くな

いんですか。

企業さんによっては、ま○津曲企業立地課長

だ今後も雇用を続けるということで、今回の４

月１日現在ではまだ下回っているところは当然

ございます。

この中にあるわけですね。○中野委員

そのとおりです。○津曲企業立地課長

20年度については、もう県が管理○中野委員

する誘致企業としての認定して、そこが最終雇

用をすることを把握して管理しますよね。それ

が、もうこれで最終だと思うんですが、この中

に最終雇用目標を達成していない企業数ってい

うのは、20年度にあるんですか。

、○津曲企業立地課長 企業さんによりましては

やはりそれぞれ事情がございまして、今、まだ

一生懸命募集をしてるとか、それとか４月１日

で今回調べましたので その後に入社をされるっ、

ていうのもございました。具体的な件数が必要

でしたら、すぐ調べます。

20年度は、まだ来年の３月31日ま○中野委員

で余裕はまだあるわけですね。

今、委員、５年間の話を○津曲企業立地課長

先ほどさしていただきましたけど、これは、ま

だずっと続けてやっていただくとこもございま

す それから 私たちといたしましては この20。 、 、

年度に立地された企業さんが もっと大きくなっ、

て工場を増設していただきたいというのもあり

ますから、いろいろ回って、ぜひたくさん雇っ

てくださいとお願いしてます。

課長、私の聞き方がちょっとおか○中野委員

しかったんですが、もう、それはすばらしいこ

とだからいいことなんです。どんどん、その実

態は紹介してください。ありがたいことだと思

います。

、 。 、じゃ 19年度としましょう 19年度のものは

もう既に誘致企業の要領ですか、それをもう満

たした企業ですがね。５年間で最終雇用を立て

たものを達成すれば、何か補助金は払うという

制度ですよね。

５年以内に申請すること○津曲企業立地課長

ができるというような格好でやっております。

ですから、最終雇用予定者数が決まります、う

ちは500人雇いますと 500人 ５年間うちに雇っ。 、

ていただければ補助金出しますよという、それ

は、もう最初の認定のときのお約束なんですけ

ど、それは、確実に超えたから越えなかったか

らというのよりか、もっと大きくなっていただ

きたいということで今一生懸命お願いをしてい

る。

全く聞きたいことが別なんです。○中野委員

いわゆる、補助金が最終年度で猶予期間とい

うか、余裕が５年でしょう。５年にそれを達成

すれば、決めた補助金を 100人雇用するとい─
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う企業で５年間にそれを達成すれば、補助金

が100人に対しては幾ら、1,000人を超えれば幾

らと決めて支払うという要領じゃなかったです

か。

要領は、たくさん雇う、○津曲企業立地課長

大規模案件のときは５年間、もっと小さいとこ

ろは実は１回だけしか出せませんので 一番雇っ、

。ていただくときに１回申請をしていただきます

それの長い間の期限が最高５年という状況でご

ざいます。

だから、それを達成できなかった○中野委員

企業はなかったのかということを聞きたかった

んです。だから、19年度はもうその余裕を超え

てるから 達成未達の企業は 19年度は何件あっ、 、

たのか知りませんが、なかったのかどうか。包

含して、全体的には余計ありましたと言えば、

達成しなかった企業が埋もれてわかりませんが

ね。そういうのはなかったかというのを聞きた

かったんです。

課長が答えてる途中○福田企業立地推進局長

、 、ですけども 企業立地の認定の制度というのが

計画を出した時点で 業種によっていろいろ─

なんですけど ５人以上の雇用をするという─

計画であれば、その時点で立地企業として認定

をいたします。その計画を認定して、その計画

に基づいて５年以内に操業していただいて、あ

と補助金は、実績に応じて、５人なら５人分の

実績、５人を上回って10人を採用すれば10人の

実績、20人になれば20人の実績ということで、

補助金を払っていきます。その補助金を申請で

きる期限が、操業してから５年以内というふう

な仕組みになっております。

。 。○中野委員 いいですか 私の言い方が悪いな

。 、余り補助金にはこだわっていないんです ただ

５年間に計画をしたものを達成しなかった企業

はなかったのかということ、もう19年度のもの

はもう５年がたちました。それから、それが20

年度、５年までに達成すれば問題はないんだけ

れども、ただ５年間というのを見た場合に計画

未達はなかったのかと。あれば、それを、これ

ばっかりじゃ、あんた、トータルだから埋もれ

て見えませんがね。

本当、済いません。結○津曲企業立地課長

局 19年度なりに立地した企業で達成できなかっ、

た数というのは、現在、数字がわかりません。

何社かあるかと思います。

ですから、今後、一回調査をして、また御報

告さしていただくということでいかがでしょう

か。

いや、もう報告せんでよかが。た○中野委員

だ、20年度は、丸々５年で余裕がありますが、

まだ途中とは言え、達成していないところはな

かったですか。把握されたんだから。この20年

度の中で、25の企業の中にまだ達成していない

よというのはなかったですか。余裕がある中で

質問するのもちょっとと思いますが、４月１日

現在の話だけど。

。○津曲企業立地課長 しばらく時間をください

これ、トータルで把握していて区○中野委員

別ができないの。その辺がおかしい、わかりま

せんが。

平成20年度という区○福田企業立地推進局長

切りでいけば、この中で、 ４社、調査時点で、※

当初の計画に対して ４社がまだ未達成という状※

況を把握しております。

ただそれだけのことです。○中野委員

それから、10ページのこのスポーツキャンプ

・合宿の実績ですが、大変すばらしい数字で、

皆さんの努力をたたえたいんです。

※30ページ右段に発言訂正あり
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それで、１年間に1,241の団体が来ているとい

、 。 、うことで びっくりです そういう把握ですが

これを参加人員にすりゃ、参加人員が３万540人

だから、１チーム二十四、五人ということです

よね。たくさん来るところもあるわけやから、

団体だから２人以上を団体と見られてるのだと

思います。そういう把握というのは、どこでこ

んなふうに、把握する場所というか、それはど

こでされてるのか。施設を利用するところで、

きちんと把握されてるんですか。

、○孫田観光推進課長 この数字につきましては

各市町村からの御報告を受けております。

1,241件ものを１チームが何人とい○中野委員

うのを、ちゃんと市町村と県でそういう把握す

るシステムをつくっているわけですか。

なかなか大変な作業に○孫田観光推進課長

なっておりますけれども、市町村のほうの御協

力をいただきまして、毎年集計をしているとこ

でございます。

まかり間違ったということがない○中野委員

ようにですね。この把握の捉え方が、何か不思

議でたまらん気がすっとです。ちっちゃな団体

が、どういう、キャンプ・合宿だから、その把

握の仕方ですよ。それを市町村が把握をしてる

というのが、キャンプはどっか主要施設、合宿

であればどこか宿泊の施設、それで把握できる

とは思うけれども、1,241件を把握するのは並大

抵のことではないし、この制度というものがい

かなるものかなという思いがしたので、お尋ね

しました。そういうことであれば、よろしいで

す。

もう一点、いいですか。

えびの高原レクリエーション施設ですが、去

年はいろいろ申し上げて、ありがたい修繕をし

ていただいて、あの施設が継続をされているっ

ていうことに敬意を表したいと思います。残念

ながら、こういうことも発生しましたが……

それぞれ抜本対策というところで、ちょっと

読みにくいんですが （１）では、抜本的な対策、

案を、今、専門家に相談してるということで、

それを検討していくということですよね。そし

て、今度のシーズンについては、補修を、これ

は24年度シーズンに発生した箇所の補修を行う

という、いわゆるこの前やったところを補修す

るということだけですから、一応、補修だけは

簡単にしておって、将来ピシャっとしたものが

できれば、抜本的なものは、また、それの後日

するということなんですか。

、○孫田観光推進課長 委員のおっしゃるとおり

現在の破損箇所につきまして、応急的といいま

すか、次のシーズンの営業に差し支えない範囲

で補修をいたしまして、その間に抜本的な対策

を考えた上で、改めて実施したいというふうに

考えております。

だから、もう、去年の、我々現場○中野委員

を見て、埋めるところも少々大きめなのを埋め

るだけで追加工事費もわずかでしたよね。ある

いは、予算を集めてやったわけですから。あれ

で抜本的にできるかなという気はしたんです。

しかし、事故もなくスムーズにいって こ─

ういうことは出たけれども シーズンを終─

わったということは、ほっと胸をなでおろして

るわけです。

再度見たら、こういうこともあったので、あ

の前に返って、ひとつ、この施設が二度とこう

いうことがないような形で、本当に抜本的な修

理を、必ず 私が心配するのは、検討してい─

、 、くということだけだから 検討だけで終わって

あれがもうやっぱりやめようということになっ

てはどうかなと思うんです。
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検討していくじゃなくて、検討して抜本的な

修理をいたしますというのの明言していただき

たいんです。この場で、確約していただきたい

んです。

今後の補修費用等、抜本○孫田観光推進課長

対策にどれぐらいの費用がかかるかとか、いろ

いろな今後検討していかないといけないという

ふうには考えておりますけれども、もちろん、

この施設はえびの高原の集客について非常に大

きな役割を果たしていただいている施設でござ

いますので、現時点で、将来廃止するとか、も

うやめるというようなことは考えてはおりませ

ん。

、○中野委員 そういう回りくどいこと言わんで

。 。必ず修理しますといいなさい それを聞きたい

委員のお○安田観光物産・東アジア戦略局長

話のとおり、しっかりと対応して修理してまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。えびの高○中野委員

原は、四季を通じていろんな行楽とかスポーツ

とかレクリエーションとかできてこそ、えびの

高原ですので。冬のメーンであるスケートがな

くなってしまえば、えびの高原でなくなります

ので、よろしく。安心しました。よろしく、早

目に。来シーズン以降にまた修理だと思います

が、26年度シーズンにはきちんと間に合うよう

に、よろしくお願いしておきます。

それでは、機械技術センターにつ○井上委員

いてお伺いしたいと思います。

評価のところで地元自治体や大学等って書い

てありますが、大学というのは、これ、具体的

にどの大学のことですか。

九州福祉保健大学を考えて○椎産業振興課長

おります。

大学、ここ１カ所ですか。○井上委員

、 、○椎産業振興課長 そのほかは 宮崎大学等も

一応、大学の先生方に現場改善とかそういうい

ろいろな面での指導をお願いしているところで

ございます。

正確には、宮崎大学と九州保健福○井上委員

祉大学の２つの大学というふうにしっかり聞い

ていいんですか。

はい。現在のところはそう○椎産業振興課長

いう考えでおります。

じゃ 産学官という理解でもいいっ○井上委員 、

ていうことですね。

、 、○椎産業振興課長 当然 産学官という観点で

例えば工業技術センターなりいろんなそういう

県の公的機関とも連携しながら、機械金属関係

のいろんな事業展開を図っていきたいと考えて

おります。

ぜひ、これは、やっぱり、ものづ○井上委員

くりも含めてですけど、頑張っていただきたい

と思うんです。

今、指定管理者はここに明記されてるとおり

なんですけど、競争相手といいますか、実際、

幾つぐらい、指定管理者として手挙げていただ

くというのはあるものなんですか。

今回で三期目の指定になり○椎産業振興課長

ますが、これまでの経緯を申しますと、一期、

二期ともに今の機械技術振興協会の１社でござ

いました。といいますのは、この事業内容が、

県北を中心にした機械金属工業の振興というこ

とで、非常に専門性、技術指導等、いろんな特

異な分野がございまして、そういう意味では、

今のところは１社でございます。

ただ、今回、前回もそうでしたが、募集に当

たりましては、募集期間を長くしたり、あるい

は広報活動等、ＰＲをいろんなところで行って

いくというような方法によりまして、できるだ
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けいろんな各法人等に手を挙げていただくよう

な努力はしてまいりたいと考えております。

やっぱり、視点を広げるというこ○井上委員

とも含めてですけど、今後発展的にどうしてい

くのかということとかを考えると、全く、もう

競争相手がいないということであれば、随意契

約に近いかなというふうな印象になってしまう

ので……

やっぱり、そこは、何か、指定管理者にはし

たものの、もう１社しかいないということであ

れば、もう固定的というふうに考えられるじゃ

ないですか。やはり、そうなると、技術の相談

だったり、それから依頼試験であったりという

ところに問題が出てきはしないのかっていうの

が、ちょっと、先ほど西村委員から言われた、

いろいろな質問と重ね合わせてみると、それだ

けだと、やっぱもったいないですよね。

私の答弁が的を得てるか、○椎産業振興課長

ちょっと不安はあるんですが……

一応、一期からこれまでの経緯の中で、確か

に、結果的には１社でございましたが、それぞ

れ、やっぱ指定管理を導入することによって、

経費の節減なりあるいは利用満足の向上等それ

なりの努力をされまして、先ほど申しましたア

ンケート調査においても、回答いただいた企業

の80％が、このセンターの機械設備等の利用は

非常にやりやすい、使いやすいという評価は得

てます。やはり、指定管理者制度を導入する意

義は今現在でもあると思っておりまして、そう

いう意味で、今回の三期目もこの方法をとりた

いと思っております。

できるだけ、大学との連携とかそ○井上委員

このところは強めていただいて、やはり、変化

していく、変わっていくということを視点に置

いて。ここの会社が受けられたとしても、そう

、いう点を視点を少し広げていただくっていうか

大学との連携をもうちょっときちんと、評価に

値するという言い方の中に、どういう評価をし

ていくのかと、大学との連携はどんなふうに評

価していくのかっていうことなんかも見ておい

ていただきたいというふうに思っています。

今後、指定管理者検討委員○椎産業振興課長

会におきまして、当然、その視点も十分留意し

ながら、指定管理者を選定してまいりたいと考

えております。

ありがとうございました。○井上委員

次、県立産業技術専門校におけるアンケート

結果等についてということなんですけど、この

アンケート結果で見る限り、結局「ＹｏｕＴｕ

ｂｅ」に配信されたものは、実際何だったのか

という疑問が非常に残ります。ないものがあっ

たかのごとく「ＹｏｕＴｕｂｅ」に載せられた

わけです。これは、ネット上ではこういうこと

が起こる可能性というのは非常に高いと思うん

。 、 、 「 」です それで やはり この ＹｏｕＴｕｂｅ

に関して、簡単にこういうふうに、これを、た

だコンプライアンスというだけで抑えることが

できるのか。何でこういうことが起こっていく

のかっていうことについては、精査していただ

きたい。

指導員の方に問題があったとか、生徒側に問

題があったとか、この状況で見る限り、そうい

うことではないですよね。個人情報云々かんぬ

んというのは、これはもう大切なことなので、

。今後もしっかりやっていただきたいと思います

状況的には、基本的には何もなかったのにこの

「ＹｏｕＴｕｂｅ」に載せられたみたいな感覚

があるわけですけれども……

これ そういう理解でいいのかどうか ちょっ、 、

と、私もよくわかりませんが、学校側としては
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この県立産業技術専門校というのは、ある─

意味鳴り物入りでつくられたっていうのも、私

もちょうど建設されていくときの様子を知って

いるがゆえに こういう学校にしてしまうともっ、

たいないので 本当の意味で、ここが持って─

るステータスというのをちゃんと高めていただ

かないといけないので、それについて今後の取

り組み 今後の対応等って書いてありますが─

だけで済む問題なのかどうか、私もちょっ─

と疑問があるところなんです いかかなんでしょ。

うか。

今回の「Ｙｏｕ○渡邉県立産業技術専門校長

」 、 、Ｔｕｂｅ に投稿されたもの これについては

動画としては６件、そして事案としては７件ご

ざいます。一番大きく報じられた暴行、これに

ついては、関係者、もとの訓練生、それからも

との指導員等に聞きまして、それと非常勤から

もって、暴力ではないという証言は得られまし

た。

ただ、それ以外のものについては、やはり勤

務時間中の散歩とか、それからビニールのハウ

ス、その作製とか、やはり私どものほうも、職

員も反省等しないといけないような事件があっ

たというのは事実でございます。

ただ、もう一つでございますけれども、これ

をなぜこの「ＹｏｕＴｕｂｅ」で投稿したか。

本来でありますと、こういう内部の案件につき

、 、ましては 職員が上司にいろいろ上申するとか

それから、今現在につきましては、こういうも

のにつきましては公益通報制度ということで、

いわゆる職場を通さずに、直接、人事当局とか

それから弁護士に通報するような法的な制度も

できております。

ただ、これは、私のほうでも、この機会に何

回もその当事者には申し上げたんですけども、

その対応がとられなかった。その対応がとられ

なかったということについては、やはり、そう

いう過去の職場風土があったんではないかとい

うことは反省すべきだと思っております。

したがいまして、これは、職員にも言ってお

りますけども、やはり、単に過去の事案があっ

たとか、それから投稿した人間が誰だというこ

とではなくて、私どもが反省すべきことです。

これは、今後の将来に向けて十分注意をしてい

ただきたいというふうに伝えておりますし、今

回の個人情報についても、やはり、生徒がその

ように思っているということについては、指導

員それから職員も十分に注意するようにという

ふうには再度伝えたところでございます。

以上でございます。

ぜひ、この県立産業技術専門校の○井上委員

ステータスを取り戻すという意味からも、それ

から、宮崎県が、やはりこれについて、ここを

ものづくりも含めて発信していくということを

考えれば、やっぱり指導員の先生方も含めてで

すけど、緊張感のある態度をとっていただきた

いっていうことについては、希望として申し上

げておきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

、次に立地企業の雇用実績についてなんですが

先ほど、中野委員から言われた内容というのは

。非常に大事な内容だと私は思っているわけです

今まで、誘致企業だとか、企業立地して、あと

宮崎にどれほど残ったのかということ それ─

に投下した費用だけが大きくて、あと効果がな

いのではないかという言い方もされたりするわ

けですから、精査する必要があるというふうに

思っています。

それで、立地件数の143件、これは、今現在も

この件数として会社は残っているというふうに
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理解してよろしいでしょうか。

この143の中で、実は２つ○津曲企業立地課長

減っております。

１つは、立地認定をしました。しかし、資金

が集まらずに結果的に開業できなかったところ

が１カ所あります。もう一つは、これは旭化成

の関連の会社だったんですが、会社の中の統合

で、今、会社の名前が変わって、もう以前から

あったところにくっついたというところもござ

います。

それで、ここは、今、マイナス２です。

できるだけ、誘致した企業につい○井上委員

てはずっと存続していただくための ここも─

含めてそうなんですけど、企業のありようみた

いなのもきちんと見ていただくということは大

事なのではないかというふうに思いますので、

それの要望をしておきたいと思います。

それで、こんなに全従業員数というのがしっ

かり書いていただいて、これはうれしいことな

んですが、ちょっと、一つだけお聞きしておき

たいのは、この6,066人のうちの非正規雇用状況

というのは何人で何％になってるのか教えてく

ださい。

現在、正規雇用が大体54○津曲企業立地課長

％、非正規雇用が46％という状況でございまし

た。

以上です。

ありがとうございました。できる○井上委員

だけ、これ正規雇用のほうに移行していただけ

るように 企業の支援というのは、ただ単な─

る金だけの支援ではなくて、その企業が存続す

るための条件っていうか、環境というか、そう

いうものについても、ぜひ力を出していただき

たいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしておきたいと思います。

次に、記紀編さんの1300年記念事業の取り組

、 、みのところなんですけど この坂東玉三郎さん

これは物すごく大きかったと私は思います。も

し、随分前に、この「アマテラス」をされるこ

ろの一番最初に来られていたら、今回のような

宣伝効果はなかったというふうに思います。今

回来ていただいたのは、これは物すごく大きな

ことだったというふうに思って、大変、このと

きばかりは、知事をうらやましく思いました。

もう、横に座っておられるし、ほんとにうらや

ましく思いました。

ぜひ、この「アマテラス」については、少し

力を入れたらいいのではないかというふうに、

私自身は思っています。実際、私は、チケット

、 。はもう確保と それから行く人数は決めている

ツアーというほど、バス１台ほどはいないです

が チケットがなかなかとりづらい状況にはなっ、

てるんです。もう自分たちが希望してるチケッ

トは、なかなかとれないという。だから、宿泊

をどうするとかいうのが非常に困難になってき

てるような状態なんです。

この高千穂町からの公演応援ツアーの実施と

いうのは、本当は、これはなかなかおいしい事

。 、 、 、業なんです ただ 少なくても それが大きく

やっぱり宣伝ベースに乗るようにしていただき

たい。そこをもう少し宣伝ベースに乗れるよう

な状況をつくり上げていただきたいというふう

に思いますが、現状どうなっているのか。こっ

ちからもホークス応援団とかいろんなの行って

いただいたりしておりますが、そういうことを

県側も考えてはいるというふうに理解していい

んでしょうか。

この「ア○大西記紀編さん記念事業推進室長

マテラス」につきましては、ちょっと横道それ

ますけど、７月には東京赤坂のアクトシアター
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、 、でまず公演があるということですけど これも

、 、あっという間に完売というようなことで 大変

やっぱり人気がある、大変発信力のある公演だ

というふうに伺っております。そういう意味で

は、今回のこの博多座公演というものも、私ど

もも大変期待をしておりますし、高千穂でのあ

のマスコミあるいは来られてる観客の方の様子

をうかがいますと、相当、やはり熱が入ってお

。 、ります そういう意味では大事にしたいですし

これを大いに生かしていきたいと思っておりま

す。

それで、このバスツアーにつきましても、ま

だまだ、これから十分にブラッシュアップをし

ていかなくちゃいけない部分がございますし、

先ほど西村委員からも御意見がありましたよう

に、高千穂だけではなくしてというのもござい

ました。

、 、そういう意味では この送客の関係ですとか

あるいは博多座の中でいろんなプロモーション

活動も、今、順次詰めさしていただいておりま

、 、すし あるいは福岡市の中心部あたりも含めて

宮崎のＰＲをしていきたいということで、いろ

いろと、今、相談を関係者としているとこでご

ざいます。ぜひ、御意見を賜りましたので、そ

のあたりも踏まえてしっかりと検討していきた

いと思います。

きょう、女性職員の方が８人ぐら○井上委員

い来ていただいているので、多分、その方たち

は女性週刊誌っていうのは……よく、見ないか

な、あんまり。私は、めちゃ見るんですが。

島根県がうらやましいのは、女性週刊誌に特

集記事で、記紀1300年っていうか、この古代へ

、 、 、向かってということで 島根が 女性週刊誌は

もう４ページぐらいにわたっていつも出るわけ

です。これは、多分、島根が金出してはいない

かもしれないけど、女性週刊誌が飛びつきたく

なるような感じで、何か、発信がうまいってい

うことだと思うんです。

坂東玉三郎さんが来てくれれば、それは週刊

誌にも載るっていうことになる。女性週刊誌っ

てばかにならないんです 結構見るんです あっ。 。

誰ちゃんが今回したげなみたいなのも含めて、

いろいろ見る。

やっぱり、今、旅行に行く人たちが、若い女

性の人たちが、１人であったり、少人数ででも

うろうろしているわけだから。そういうことと

かも含めて、どうそういうベースにも乗せるの

かっていうことも、ちょっと、一つ大切なのか

なっていうふうに思うんです。

だから、そこも少し目線を上ばっかりじゃな

くて、下ばっかりもいかんでしょうけども、広

くみんなに伝わっていくためにどうしていくの

かっていうことは、プロモーションされるとき

にもちょっと考えてみていただきたいなという

ふうに思います。

島根は上手だなと、ほんとに思います。女性

週刊誌の、女性の人たちから後から聞いてみて

ください。結構、特集記事って物すごく載って

るんです。だから、あっちはおいしいんです。

遷都のことだけでも、物すごく大きな特集にし

てるんです。

だから、少し、この「アマテラス」ひっかけ

で、何か、ちょっとプロモーションしてみると

かっていうのは考えてみていただくことはでき

るものなのでしょうか さっきの西村委員とひっ。

かけで。

先日、高○大西記紀編さん記念事業推進室長

千穂に、私もこれ参りまして、やはり女性雑誌

の記者がたくさん来れられてました。取材も非

常に熱心に、女性誌の記者はされてましたし、
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そういう意味では、今、井上委員がおっしゃっ

たように、やはり女性目線みたいなところが、

とても、やっぱり大切になってくるんだろうな

と思っております。

ですから、やっぱり、非常に、もう少し、我

々も広い視野でもって、いろんな切り口、こう

いったものをしっかりと考えていきたいという

ふうに思います。

以上でございます。

やっぱり、ターゲットを少し小金○井上委員

持ちのおばちゃんたちにして。その人たちがど

うやって動くか。もう、これは、はっきり言っ

て、女性の人たちっていうのは、先にチェック

して先にチケット押さえてますから。やっぱ、

そういうこととか しっかりと考えてみてもらっ、

て、どこに発信したときにどこにヒットしてい

くのかっていうこととか、少し丁寧にやってい

ただけるといいのかなというふうに思います。

先ほど、私は、記紀編さんの1300年の事業と

いうのは、９年間にもわたってやるというふう

に知事もおっしゃってるわけだから やはりしっ、

かりとした目標を持って、そしてきちんと取り

組むべき必要があると思うんです。

だから、河瀬さんとのこれっていうのは、非

常にまたおもしろいプロモーションができるの

ではないかなと思って 奈良県からおいでになっ、

てるその方に感謝申し上げたいというふうに私

も思います。

ですから、やはり、ありとあらゆる方法とい

うのを考えてみる。どうしたらおもしろいかっ

、 、ていうことを考えてみるということを もっと

何かちっちゃくしないで、広げて、物事を考え

て、ちょっと売り出してみてもらいたいなって

いうふうに思っています。

今回の議会で非常にうれしく思ったのは、農

家民泊です。農家民泊の泊数がふえるっていう

ことは、これはすごくいいことだと思います。

地域が盛り上がって、来られた方たちをおもて

なししていくわけだから、あるがままを見せな

がらやっていくっていうわけだから、もうほん

とにいいことだと思うんです。

だから、こういうのも含めて、プラス、プラ

ス、プラスっていうのをどうやってつくり上げ

ていくのかっていうことを この記紀編さん1300、

年で、商工労働部、観光客の誘致も含めて、も

うちょっと力入れてやってもらうと、おもしろ

くもあり楽しくもあるんじゃないかなと思うん

です。そして、教育委員会にも少し、いろんな

ことが発信できていいのではないかと思うんで

す。そこのところ、総体的にいかがなんでしょ

うか。

今回、か○大西記紀編さん記念事業推進室長

なり著名な方々との連携というものが実現でき

るわけでございます。やはり、この発信力とい

う点では、これまでとはまた違った形で宮崎と

いうものを大きく押し出せるんじゃないかなと

いうふうに思っておりますので、その分、しっ

かりと丁寧に事を進めていきたいというふうに

思っております。

、 、 、例えば この河瀬さんにつきましても 実は

大変お忙しい方ではあるんですが、よくよく引

き受けをいただきまして、やはり、彼女の感性

といいましょうか、お話を伺ってると、実は、

奈良県というものも神話のふるさとで、宮崎と

奈良というのは、これまでも、いろいろ昨年来

連携をしてきたとこでございます。この河瀬さ

んを通じまして、また奈良県の観光行政と今後

いろんな展開がまた見えてくる。そういったこ

とも、今、企画をしようとしておりますし、派

生をする事業、そこからまた派生をしていく事
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業というふうに、丁寧にやりつつもウイングを

広げていくというようなところで取り組んでい

きたいというふうに考えております。

カンヌ映画祭のとき含めて、女優○井上委員

の方たちのファッションもそうでしたけど、河

、 、瀬さん本人のファッション 生き方についても

物すごく女性の人たちは注目しているところが

。 、 、あるわけです だから そういう意味でいうと

今回物すごくいいキャッチができたと思うんで

す。だから、ぜひ、これについては積極的に力

を入れてやっていただきたいというふうに思っ

て、これは要望です。

機械技術センターにかかわる指定○押川委員

管理者の関係ですが、施設利用状況あたりを見

ると、年度ごとに研修とか講習会とか設備利用

があるんですけども、そういう中で、施設収支

状況については、指定管理委託料だけでしか出

ておりません。ここ全体の収支というのは出て

ないんですか。

今、委員の御指摘のありま○椎産業振興課長

した３ページの施設利用状況と施設の収支状況

のところだと思うのですが、確かに、利用状況

、につきましてはこういう形で動いておりまして

減少傾向にございます。施設の収支状況は、収

支、収入ゼロになっておりますが、これは一般

会計全体でいいますと、法人関係の管理部もご

ざいますので、平成20年度を見ますと約９万円

の赤字になっております。

以上であります。

20年度もそうでありますけども 24○押川委員 、

年度でも１年あるわけでありますが、見込みと

してどうなのかということと、この今回また三

期目の指定料が5,265万3,000円、これでどうな

、 、のかなっていう ちょっと見たいものですから

大まかで結構ですけども状況をちょっと教えて

ください。

まず、平成25年度の状況で○椎産業振興課長

ございますが、途中、今、３カ月弱でございま

すので、一応、センターのほうには確認します

と、昨年度とそう大きな変化はない状況でござ

います。ただ、非常に、機器導入等進んでおり

ますので、そういう意味では機械の設備利用あ

るいは依頼試験等につきましては、ある程度確

保できているのではないかと思っております。

それから、指定管理のこの基準価格のとこだ

と思うんですが、年間5,265万3,000円でござい

ます。これにつきましては、本来、利用料金制

度を導入すれば、このあたりで基準価格につい

ても影響出てくるところですが、利用料金制度

はこちらの指定管理では利用しておりませんの

で、実際の人件費あるいは事業費等を、これま

で５年間の実績それから民間の給与ベース等、

そういうのを踏まえまして、今回の基準額を設

定してるとこでございます。

わかりました。そういう状況の中○押川委員

で、三期の基準額というのは設定されたという

ことで理解いたしますけども、先ほど、井上委

員の質問にもあったんですが、なかなか、希望

者が、参加者が少ないんじゃないか。どういう

形で、こういう参加をできるような形で、今後

呼びかけとかそういうものを あと、先ほど─

あったように、環境的には、相当、やっぱり厳

しいという状況でありますから、厳しい中での

対策あたりを今後考えながら、少なくとも競争

するということが大事だと思うんです。随契と

いう形でずっと流れていくような可能性が出て

。 、 、くるのかなという気がしますから ２社 ３社

出てきてもらえるような形の努力、そういった

ものについてちょっとお聞かせください。

先ほども答弁さしていただ○椎産業振興課長
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いたところではございますが、一応、募集期間

中につきましては、当然、広報関係とかあるい

はいろんな報道媒体等を使いまして、募集に向

けた積極的な取り組みを行ってまいりたいと

思っております。

これまで、平成18年から二期行っており、結

果的に１社でございましたけれども、そういう

意味では、非常に、複数手を挙げるというのは

今の状況では厳しいというのは認識しておりま

す。

ただ、県北は非常にもとづくりが盛んなとこ

ろですから、大企業あるいは中小企業のＯＢの

方で任意の団体をつくってらっしゃるとこ等も

当然ございますので、そういうような方々が手

を挙げる可能性もあるのではないかと思ってお

ります。そういう意味では、そういう方々に対

してもお声がけといいますか、ＰＲを図ってい

きたいと思ってるとこでございます。

よろしくお願いをしておきたいと○押川委員

思います。

それから、地元のことになりますけども、ア

ンケート調査も使っていただいて、内部的には

まず対応するということでありますが、このこ

とについて、保護者あたりからの意見なり、何

かそういうものっていうのは出てきてるもので

すか。

、○渡邉県立産業技術専門校長 これについては

私どもの学校が、もう高校を卒業した、いわゆ

る成人に近い生徒であるということで、この事

件が起こった際に、私のほうで、各クラスごと

に、８クラスには、もう生徒に説明をいたして

おります。そして、ちゃんとそれは保護者のほ

うには伝えていただきたいということを申して

おります。それ以外に、保護者のほうから電話

等問い合わせがあったことはございません。

以上でございます。

。 、○押川委員 ありがとうございます せっかく

このものづくりの中での産業技術専門校、ほん

とにすばらしい施設の中で たくさんの卒業─

生が出てるわけでありますし、今年度も70名ぐ

らいの新入りの生徒がいたわけでありますが、

先ほど、対策の中にありますように、関係企業

あるいは高校等に対する説明会はしたいという

、 、ことでありますけど 具体的にはどういう形で

どのような機会の中でやっていかれるおつもり

なんでしょうか。

まず、企業さん○渡邉県立産業技術専門校長

のほうには、今、ちょうど、先週から今週にか

けまして、生徒が企業体験の実習に行っており

ます。ということで、今、指導員が現場訪問と

いうことをやっておりますので、それも兼ねま

して、私または副校長がそれぞれ分担いたしま

して、現場を見る際に、企業のほうにも今回の

ことも含めて御説明もさしていただいておりま

。 、 、す それについては それぞれのとこで説明し

御理解はいただいてるとこでございます。

また、今後、７月になりますと、来年度の募

集ということで、その募集のための学校訪問を

これも指導員が主ですけども させてい─ ─

ただきますけども、過去の、いわゆる入校生の

多いところ、そういうところについては、私ま

たは副校長のほうが分担しながら行こうという

今、これは計画の段階ですけども こと─ ─

を考えております。

以上でございます。

。 、○押川委員 ありがとうございます しっかり

そこらあたりの誤解等を払拭していただいて、

やはりＰＲ等も進めていただきたい。よろしく

お願いいたします。

それから、県のアンテナショップの状況につ
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いてでありますけども、これを見さしていただ

くと、確かに、ある方の知事のときに、かなり

売り上げが伸びて その後 年々ちょっと下がっ、 、

てるという状況があるという気がするんです。

ほんとに、残念だなという気がするんです。

対策はいろいろとっていらっしゃると思うん

、 、 、ですけども 今後 この３つのみやざき物産館

、 、 、新宿 大阪事務所 具体的にどういったことで

今後伸ばそうかというような具体策があれば、

ちょっと教えていただきたいと思います。

おっしゃると○日下オールみやざき営業課長

おり、一時期の宮崎ブームの時期と比べるとだ

いぶ減ってしまっております。ただ、それがブ

ームだったということを、我々としてもブーム

だったから多くて 今下がってしまったのはしょ、

うがないというような形の言いわけをしてはい

けないなというふうに思っています。

やはり、この施設自体、ポテンシャルも十分

あると思いますし、私自身も、実際に店舗を回

りまして、またほかの県のアンテナショップな

ども一通り調査を行いました。

そういった中でも、やはり陳列の工夫であっ

たりだとか、そういった改善の余地というのは

まだまだあるんじゃないのかなと、そういった

ところを工夫すれば、今後売り上げの面でも回

復をしていく、伸びていくという余地は十分に

あるんではないかなというふうに私自身も感じ

ています。

例えば、ほかのところであれば、売れ筋商品

をクローズアップしたりだとか、また、その商

品につけるポップを工夫している、そういう県

なども見られます。今後、そういったほかの県

のいい取り組みであったり、そういったものも

参考にしながら、その店舗運営のあり方につい

て、しっかりと見直し、検討をしていきたいな

というふうに考えています。

努力もされておられるということ○押川委員

、 、は 十分理解はしておるとこでありますけども

やはり、いろんな、売り方だとか、人に来ても

らう工夫、そういったものの中で、熊本の「く

まモン」なんかも、そういうことで売り上げを

伸ばしとるわけですから、やはり何か工夫とい

うものが欲しいのかなという気がするんです。

ただ、一生懸命、やっておられるというのは理

解しますけど、ずっと毎年売り上げが減ってく

るということであれば、どこかに、やはり問題

があると思うんです。そのことは、他県も一生

、 、懸命やっておられる状況でありますから 何か

そこに、今後、工夫をやっていただきたいなと

。 、 、思います これは 課もそうでございますけど

宮崎県の中でやっぱりどうするかということを

やっていかないと、宮崎の観光の拠点として、

この新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ等の物産館は大

きな価値というのはあると思うんです。ぜひ、

これが、少しでも、やっぱり伸びるような形の

中でやっていかないかんかなと、私たちも思い

ます。今後、さらなる、このような形の工夫な

り、議論あたりをしていただきたい、お願いを

しておきたいと思います。

１点だけ。12ページ、プロスポー○河野委員

ツキャンプの状況ということで一覧を見てみる

と、いかに県央、県南にこのキャンプが固まっ

てるかっていうことで、県北の大きな課題だな

というふうに考えたんです。

例えば、綾町というのは、３会場ございます

が、これは、町営施設なのか、また県の補助は

あるのか、ちょっとお聞かせください。

綾町で合宿場所となって○孫田観光推進課長

おります３会場は、それぞれ町営施設でござい

ます。
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、○河野委員 県はかかわってないっていう考え

補助関係とかは。

この３施設について、特○孫田観光推進課長

に整備費等を助成はしておりません。

例えば、西都市の清水台とかも、○河野委員

やっぱり、これは市営で県の補助はないという

ことになりますか。

申しわけございません。○孫田観光推進課長

一つ一つの施設について、助成がどの程度とい

うのは、現在ちょっと手元にございません。

現在、こういった受け入れ態勢づくりのため

、 、に 各市町村に対して呼びかけをいたしまして

整備の必要のある場合には希望を出してくれる

ようにということをお願いをしております。一

部の競技場等、例えば、サッカー場ですと、冬

芝の整備等の助成をしたり、あるいはライン引

きなどのさまざまな施設設備についての助成を

行っているとこでございます。

日南市なんかを見ると、２月は上○河野委員

手に呼び込んでるんだなということを、これ見

。 、 、てわかるところです また 県北の課題として

県の協力得ながら考えていきたいなということ

で、一つ課題を持ったとこでした。

以上です。

、 、○外山委員 記紀1300年に関連するんで これ

ちょっとお尋ねします。

今年度から、西都原を中心とした古墳を世界

遺産に登録、それを視野に入れながら研究、取

り組んでいきたいということでスタートしまし

た。

そこで、初めてお聞きをしますが、ことしの

取り組み状況というか、何を これは、相当─

幅広い、いろんな調査それからレポートも要る

だろうと思うんです。相当ロングランになりま

すが、ことし、どういう形で取り組みを始めら

れたか、お聞かせをください。

昨年度、○大西記紀編さん記念事業推進室長

基本構想というものを1300年記念事業について

策定をいたしまして、その中の大きな重点目標

の一つに、今、委員おっしゃった、西都原の世

界遺産を視野に入れた調査研究を進めるという

ことにしております。

今年度に入りまして、体制も、私ども含めま

して少し変わってまいりました。今年度の取り

組みとしましては、まず、教育委員会の文化財

課に専門主幹が設置をされたということでござ

います。さきの埋蔵文化財センター所長でおら

れた方が専門主幹ということで、調査研究のリ

ーダーに当たるということになっております。

それで、順番としましては、西都原古墳群を

含めた南九州の古墳群の優位性といったような

ところについての調査研究を深めていきたいと

いうふうに、私どもとしてはお聞きをしてると

こなんですけれども、まずは、そういう意味で

は、そういった調査研究のベースの部分を早急

につくっていただくということで話し合いをし

ております。

、 、そして その上で成果が出たものについては

随時、これを一般にわかりやすい形で、お披露

、 、目 公表をしていこうということで 先日も─

西都市、当局も一緒になって行政の連絡会議を

開きまして、そういった調査研究の成果につい

ては、西都市も一緒になって、あるいは西都も

主体的に披露をしていきたいということになっ

ております。具体的には、まだ、時期、場所等

は決まっておりませんけども、例えばシンポジ

ウムの類いですとか、そういった形で年度内に

一つやっていきたいというような段取りにして

おります。

以上でございます。
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やっぱり、これは相当長いスパン○外山委員

で考えていく必要がありますし、もう一つ、肝

、 、 、心なのは当該の西都市 幅広げていけば 新富

宮崎市まで入ってくるのかな。ですから、今

ちょっと話がありましたが、当該の西都市も取

り組んでもらっておるということですから、そ

こ辺と連携しながら、ぜひ進めていってもらい

たい。

今後、毎回とはいいませんが、年に中間と年

度末ぐらいには、その報告を、こういう状況だ

ということをまたしてもらうとありがたいと思

いますから、要請をしておきます。

以上です。

５分以内に手短にお伺いしま○清山副委員長

す。

機械技術センターの３ページに書いてある、

この指定管理者、公益財団法人宮崎県機械技術

振興協会というところは、これは、県からの現

役で出向している方やＯＢで再就職している

方っていうのはいらっしゃるんですか。

平成25年４月１日現在の職○椎産業振興課長

員体制で御説明いたしますが、まず、所長は、

県のＯＢ１名でございます。そして、事務担当

が１名、これは企業からの派遣になっておりま

す。それから、技術担当３名、そのうちの１名

が県からの派遣となっておりまして、あと補助

的職員が２名の合計７名ということでございま

す。

以上であります。

県職員から派遣してるという○清山副委員長

ことですね。

県関係に限って申し上げま○椎産業振興課長

すと、県派遣が１名でございます。県ＯＢ１名

でございます。

以上です。

、○清山副委員長 県が指定管理するに当たって

利益相反にはならないんですか。

公益財団法人からの要請等○椎産業振興課長

に基づきましてあった場合につきましては、法

令に触れないというふうに理解してるとこでご

ざいます。

現在の法令というか、この資○清山副委員長

格要件に、やはり、そういう県からの、ＯＢは

ともかく、現役の方が出向しているっていうの

は、今後の課題じゃないかなと思うんですけれ

ども、その辺はどう考えておられます。

この公益財団法人への県か○椎産業振興課長

らの派遣につきましては、この協会だけのお話

ではないと思いますので、その件につきまして

は今後検討さしていただきたいと思っておりま

す。

去年かおととしでしたか、横○清山副委員長

田議員が本会議場で質問していただいて、まず

は、指定管理者候補者選定委員会の中から県職

員１人入れていたのを外したんです。これは、

やはり重大な利益相反だろうということで、熊

本県に倣ってやったんです。

こうやって選らばれる側においても、結局、

県が指定管理して、そして県の事務局のもとで

選んでいくわけです。そして、選ばれる相手の

中に、再就職で行かれるのはともかくとして、

現職の方が出向していくっていうのは、ちょっ

と、やっぱり、私は公平性に欠けるんじゃない

かなと思ったんで、問題提起をさせていただき

ました。今後、考えていただければなと思いま

す。また、何か、考えがありましたら、今後も

教えていただきたいと思っております。

ごめんなさい。２点目も、最後に、簡単にで

すけども。

この記紀編さん1300年記念事業で、西都に関
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してありましたけれども、宮崎市内も県立平和

台公園があって、その平和の塔ですか、あの中

に神武天皇なんかの歴史を描いたレリーフなん

。 、 、かもあります あの建造物っていうのは 特に

何か、文化財指定もされてなくて、非常に、た

だの普通の建造物としてあそこにあるんですけ

れども、ああいうものを、ちゃんと、県ってい

うのは、県立公園の中にあるもので、価値を認

めて文化財指定なり何らかの手を考えなきゃい

けないんじゃないかなと思うんです。どうです

かね。

私どもの○大西記紀編さん記念事業推進室長

ほうで、直接、施設につきまして所管もしてお

りませんので、軽々には申し上げられませんけ

ども……

現状としては、都市計画課、都市公園という

ことで、必要な維持管理はしており、年に一度

の内部公開というものも、実は、職員手づくり

でパンフをつくったりとかいうことでやってき

てるとこでございます。

、 、確かに 利用価値の高い施設でございますし

やはり記紀編さんといいましょうか、神話のふ

るさとを代表する施設の一つでもございますの

で、ありようについては、私どももしっかり考

えていきたいというふうに思います。

これ、県の教育委員会の文化○清山副委員長

財課に、昨年度、質問したんです。そしたら、

宮崎市の仕事ですと言い切って、我々は関知し

ませんと。しつこく言ったら、教育長からメモ

渡されて、ちゃんと検討しろって、答えてまし

、たけれど……あそこの教育委員会の文化財課は

そんなぐあいなんです。

なので、きちんと、そういう記紀編さん記念

事業の担当課からも、ほかからも、あそこどう

にかしようということを、また話し合うことが

あれば、言っていただきたいなと思います。

以上です。

済いません、時間ぎ○福田企業立地推進局長

。 。りぎりに おわびと訂正をさせていただきます

先ほど、企業立地の実績のところで、平成20

年の計画未達企業の件数をお答えしたんですけ

れども、私が、平成20年度であるのに、平成20

年のところをチェックしたこととか、数字の

チェックのミスがありまして 「４件」と申し上、

げましたけれども 「12件」の間違いでございま、

、 。すので おわびして訂正をさしていただきます

経済状況、非常に厳しいですけども、引き続

き、企業さんには計画どおり雇用していただけ

るように働きかけていきたいと思います。おわ

びして、訂正いたします。

、 、○中野委員 今の件で 25件のうち12件が未達

それ、すごい数字ですよね。それなのに、トー

タルではオーバーしてるということですから。

、 、 、いわゆる 埋もれてるところっていうと 今後

過去も含めて把握していただきたい。要望して

おきます。

ほかに質疑はありませんか。○黒木委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他報告事項につ○黒木委員長

いて質疑を終わりたいと思います。

その他ありませんか。

間もなく時間になりますが、12時を予定して

ますが、延長して行いたいと思います。よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、延長して行います。○黒木委員長

１点は、前回の委員会で、観光客○外山委員

、 、の入り込みの 国が統一してやるようになった

全県同じ基準での数字を欲しいということで、

ここに九州のやつをもらって そこにお手元─
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にあるかどうかわからないんですが これを─

見て、みんな同じやり方でやっとるから、各県

ともやってますから、数字はそれなりに正しい

と思うんです。

非常に、奇異に感じたのは、宮崎県よりも佐

賀県が非常に多いんです。それから、宮崎県よ

り長崎県が少ない。宮崎は、合計、県内、県外

入れて１万2,000。長崎県は9,000なんです。そ

れから、観光客の数、沖縄県も宮崎県より少な

いんです。どう見ても、沖縄県のほうが多いよ

うな感じがするんですが、ここ辺をどういうふ

うに見ておられますか。

特に特徴的なのは、宮崎○孫田観光推進課長

県と沖縄県で、沖縄県のほうが数が少ないとい

うことだと思います。

実は、宮崎県の場合ですと、各県に隣接して

おりますので、県外から、例えば熊本から高千

穂にちょっと入ってきてまた帰られても、お一

人はお一人というような数になりますが、沖縄

県の場合は、完全に飛行機以外の交通手段がご

ざいませんので、その中で県外からの入り込み

という数は、必ず、ほぼ全員泊まるというよう

な形でお泊まりになる。いわゆる、立ち寄り型

でちょっと来られた数も観光客で宮崎県は上が

りますが、沖縄県の場合はそういう数は上がっ

てこないということが こういった数の差になっ、

てくるのかと思っております。

長崎はどうなんですか。どう見て○外山委員

も長崎のほうが多いと思うんだけど、何で、宮

崎が多いのかな。

委員が○安田観光物産・東アジア戦略局長

おっしゃったように、全国統一の基準でこの統

計をやろうということで、ちょうど始めて２年

目になります。

実際、私どもも従来の入り込み調査を切りか

えて これでやってるんですが やっぱ 始まっ、 、 、

たばっかりの統計なもんですから、なかなか、

数字がうまく把握できてない。うちの県もそう

なんですが、多分、長崎県も、やっぱりそうい

うところがあるのか……

例えば、実は、この入り込み調査っていうの

は、３カ月ごとにやっぱり速報も出すんですけ

ど、なかなかその速報値と年間集計したときの

動きがきちんと同じ傾向にならないとか、ほん

と、まだ、正直、よその県との比較でいいます

と、試行錯誤の状況の部分もございます。

少なくとも、本県の前年とことしを比べるに

ついては同じ基準でやってますんで、これから

全国の傾向とうちの傾向というのが出てくるん

でしょうけど、正直、まだ、今おっしゃったよ

うに、長崎と宮崎、佐賀と宮崎の傾向というの

は、なかなか厳しいところがあるのかなという

ふうには思ってます。

二、三年見ないと、正確な数字は○外山委員

出てこんだろうというのはわからんでもないん

で、わかりました。

もう一点、今、さっき、清山副委員長から話

があった、平和台公園 これを都市計画のほ─

うに聞く前に、ここに聞きたいんだけど、あそ

こに行きますと、宮崎が、昔は一望できたんで

す。ところが、木が背が高くなって全然見えな

い。そこで、あそこの木を切って見えるように

したらどうか。高いところから宮崎がずっと見

えるとこが、ほかにはないんです。

だから、観光的な視点 管理は都市計画で─

す から考えて、あそこの木を、私は切るべ─

きだと思うんだけど。県有地がほとんどですか

ら、商工労働部の立場としては、どうですか。

確かに宮崎市内を一望でき○椎産業振興課長

るところというのはごく限られたところになっ
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てしまいまして、その中で平和台公園っていう

のは、非常に眺望等で重要なところだというふ

うには考えております。

申しわけありませんが、そこの木を切ってと

いうお話につきましては、今後、都市公園のほ

うと検討、協議をさせていただきたいというふ

うに考えます。

だから、私が聞きたいのは、あそ○外山委員

こ、見えるようにしたほうがいいんじゃないか

ということを聞いておるんです。

私も、連○安田観光物産・東アジア戦略局長

休に平和台に行かせていただいて、ほんとに多

くの方が来られてるのは大変ありがたいなと思

いました。

個人的には、おっしゃるとおり、ここからの

宮崎市内が見える眺望というのは大変すばらし

いなという感想を持っております。

済いません。出番がな○茂商工観光労働部長

いもんですから。

、 、私も 以前から平和台にはよく行ってまして

確かに、昔は今に比べると眺望はよかったかな

というふうな印象があります。確かに、宮崎は

平地なもんですから、あそこが一番の展望地か

なというふうに思ってます。これについては、

いろんなお考えがあるかもしれませんけど、私

も、県土整備部長には話をしてみたいと思いま

す。

わかりました。○外山委員

今、外山委員が質問された観光者○中野委員

の入り込み、九州のこの差のあり方ですが、こ

れは、消費額も極端な差が出ます。ぜひ、精度

を今後高めてほしいと思いますので、その点を

よろしくお願いいたします。

それから、先ほどもちょっと質問等をいたし

、 、 、ましたが 農家民泊型のこの教育旅行 これは

１万人を超えると約２割ぐらいの先生たちが、

いわゆる2,000人来て、必ず、旅館、ホテルに泊

。 、 、まられるんです そういうことだし それから

大体２泊３日ですので、そのうちの１泊は農家

に民泊しますが、あと１泊はどっか観光して旅

館やらホテルに泊まるんです。いわゆる、でき

たら、宮崎県に泊まれるようなことをしていっ

たらなと、こう思います。

それで、１万超えたら県がと言いましたが、

多いような数字ですけれども、長崎県の松浦市

では、いつだったかわかりませんが、１年間で

３万4,000人を受け入れたという実績もあるわけ

ですから、これは物すごい魅力のあることだと

いうふうに思います。

それで、お願いしたいことは、ほんもの体験

フォーラムというのが８月30日から９月１日、

広島、山口で開催されます。約2,000人の関係者

が集まるんだそうです。これに、もう既に、県

庁から 誰が、ここにおいでか知りませんが─

１人は行くということですけれども、教育─

委員会とよく話をしてほしい。鹿児島県が、徳

島で去年あったのに、もう、あそこでも５人行

かれているんだそうです。これに負けないよう

に。鹿児島県も、聞いたら、一生懸命、これに

取り組もうとしてるんですから、これに負けな

いような人を ぜひ できたら部長を中心に行っ、 、

て、これに大いに取り組んでほしいと思うんで

す。

まず、意気込みを部長にお聞きしたいと思い

ます。

８月末から９月１日に○茂商工観光労働部長

かけてのイベントだと思います。これにつきま

しては、私も、パンフレットを隅から隅まで子

細に拝見をさしていただきました。体験学習も

ありますし、座学もあるということで、非常に
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魅力的なイベントだなと思ってます。

私 個人が行けるかどうかというのは ちょっ、 、

とスケジュールの調整もありますんで、現時点

では何とも言えませんけど、幹部を含めて、な

るべく多く参加できるように努力をしたいと思

います。

それから、これは、総合交通課の○中野委員

、 、件ですけれども ＪＲ九州ＩＣカードの乗車券

今度も何人か質問をしておりましたが 「ＳＵＧ、

ＯＣＡ」ということで、九州で宮崎県だけがま

だ導入してないということです。これは、観光

に来る人たちも、あるいは商用で来る人たちに

も非常に便利だということです。乗車数が少な

いということだけで、宮崎県はまだですが、観

光という面からも含めて、その商工観光労働部

でも、かなり、この担当課に働きかけをして、

導入するように要望しておきますので、お願い

いたします。

それから、きょうは説明はありませんでした

が、この前、既に説明を受けた、トレイルラン

ニングの大会です。これが、７月21日、えびの

高原で開催されますが、60キロと30キロで、一

番長いのが14時間ということの制限時間です。

何か、５時ごろスタートということで、延べ時

間が14時間、朝暗いうちから夜暗いうちまで開

催されるわけですので、お願いしたいことは

これはもうすばらしい大会です ただ、─ ─

事故だけ、行方不明を含めて、これだけは万全

を期すように、県も後援される予定のようであ

りますから、この事故だけは、地元として全体

発生しないように、万全を期した大会になるよ

うに、県からも、宮崎県内で開催されるわけで

すから、よくよく、そういう指導をしていただ

くように、これもお願いをしておきたいと思い

ます。

それから、もう一点、お願いですが、さっき

は企業誘致のことでいろいろ話がありました。

県内企業が、逆に海外等に、かなり、調べたら

進出しておりますよね。今から進出したいとい

うのもあるようですが。これの把握をされてる

もんかどうか。そして、してなくても、できた

ら、次の委員会には、そういう企業が、行った

先でどのくらいの従業員を雇っているのかとい

うことと、県内の雇っている数字、その比較を

含めたものが、ここに報告できないもんかどう

かをお願いしたいと思います。

ただ、１点だけはお聞きしたいんです。把握

されているかいないかをお聞きしたいと思いま

す。

御質問の県内企業の海外展○椎産業振興課長

開の数等につきまして、現在は把握はしており

ません。

海外展開をしている企業につきましては、確

かにございますが。その全体調査というのは、

かけている状況ではございません。

それを、次回ぐらいに調査して報○中野委員

告できますか。できる時点でいいんだけど、ぜ

ひ、調査、報告をお願いしたいんですが。

時期については明確に御回○椎産業振興課長

答できませんが、調査はさしていただきたいと

思っております。

報告は。○中野委員

調査、報告をさしていただ○椎産業振興課長

きたいと思っております。

以上です。

よろしいですか。○黒木委員長

ほかに質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○黒木委員長 それでは その他を終わります

、 。 、次に 請願の審査に移ります 請願について
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執行部からの説明はございませんか。

○小八重商工観光労働部次長兼労働政策課長

特に、ございません。

それでは、委員から質疑はあり○黒木委員長

ませんか。

これを、昨年は、我々も賛成して○中野委員

通しました。今回も、この請願というのは、こ

う来るんだけれども、これを前回通したのに、

毎回これ請願というのは上がってこなけりゃな

らないものかどうか。

この最低賃金の調査するところ、国の機関の

労働基準監督局か何かのとこがするんだと思い

ます。そのあたりは、去年も、私は通す条件と

いうとおかしいですけど……どこも一律ですよ

ね。だから、あの辺は、本当に審議したのかな

。 、という気がしてならんとですよ 低いところは

それなりに努力して高くしてやらんな、他県に

は追いつかんと思うんです。そういう意味合い

も含めて、私は了解したけども、そうでなけれ

ば、もう、これは、今後、何回もしてもらって

は困るような気がしてならんとですが。当局か

らのコメントを。

○小八重商工観光労働部次長兼労働政策課長

最低賃金といいますのは、恐らく、この７月ぐ

らいになると思うんですが、全国の最低賃金審

議会で開かれます。そして、宮崎労働局の中で

の宮崎県の最低賃金審議会というのがございま

して、識見の方、使用者、労働者、それぞれ５

名の委員を出していただいて、そこで詳細な検

討をされて答申がなされるということでござい

ます。

今回、きょうの新聞にも載っておりましたけ

れども、最低賃金を10円上げてほしいというよ

うな要望を政府側からやるようなこともござい

ます。そういったものを反映して、地方の最低

賃金も実態に合うように検討がされるというこ

とでございますので、それは、毎年、意義のあ

ることだと我々は考えております。ぜひ、御協

力をお願いしたいと思います。

ほかにありませんでしょうか。○黒木委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、それでは、○黒木委員長

。以上をもって商工観光労働部を終了いたします

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。午後は、１時でよろし

いですか。１時に再開いたします。

午後０時12分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

商工建設常任委員会の○大田原県土整備部長

皆様方には、かねてから県土整備行政への推進

につきまして、格段の御指導、御協力をいただ

きまして、感謝申し上げます。

議案等に説明に入ります前に、まず、おわび

を申し上げます。

このたび、土木技術者を養成いたします宮崎

県産業開発青年隊におきまして、隊員間の暴行

事件が発生しました。今後は、二度とこのよう

な事件を起こさないよう、再発防止にしっかり

努めてまいりたいと思います。まことに申しわ

けありませんでした。

続きまして、お礼と御報告を申し上げます。

まず、県北調査についてでございます。委員

、 、の皆様方には ５月22日から24日にかけまして

二級河川耳川の土地利用一体型水防災事業、重
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要港湾細島港、そして国道219号横野バイパス等

を調査いただき、まことにありがとうございま

した。調査先での御意見等につきましては、今

後の参考にさしていただきたいと存じます。

続きまして、３点、御報告を申し上げます。

座って、報告さしていただきます。

まず、１点目は、去る５月５日に示されまし

た国土交通省の平成25年度当初予算の配分につ

いであります。

、 、今回の本県への配分は 直轄事業で約333億円

補助事業で約444億円でありまして、２月に配分

されました緊急経済対策分と合わせますと

約1,215億円となりまして、平成24年度当初比

で1.36倍となっております。

主な内容といたしましては、都城志布志道路

の県内唯一の未事業化区間でありました金御岳

工区の新規事業化が認められましたほか、九州

中央自動車道の高千穂蘇陽間が計画段階評価を

進めるための調査に入ることが示されておりま

す。

今後とも、南海トラフ巨大地震等の災害リス

クの高い本県への重点配分などにつきまして、

国に対し強く訴えまして、本県の社会資本整備

の促進に努めてまいりたいと存じます。

続きまして、２点目でありますが、スマート

インターチェンジについてであります。

都城市、門川町及び国富町の３カ所で設置に

向けた取り組みを進めておりましたが、今月11

、 。 、日に 国から連結許可をいただきました 今後

地元自治体等と連携を図りながら、早期完成に

。向けて全力で取り組んでまいりたいと存じます

続きまして、３点目ですが、東九州自動車道

の供用見込みについてであります。

今月14日に、国から北浦須美江間の供用年度

につきまして、平成28年度から平成26年度へ２

年前倒しする旨の、また供用開始年度の示され

ていなかった北郷日南間につきまして、平成29

年度になる見込みとの公表がありました。今年

度は、日向都農間の供用によりまして、いよい

よ宮崎延岡間が高速道路でつながることになり

ます。今後とも、東九州自動車道の県南ルート

及び九州中央自動車道の未事業化区間の早期事

業化や事業中区間の早期供用に向けて、全力で

取り組んでまいりたいと存じます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を御説明いたします。

県議会に提出しております資料「平成25年６

月定例県議会提出議案」及び「平成25年６月定

例県議会提出報告書」のうち、県土整備部関係

箇所につきましては、お手元の商工建設常任委

員会資料にまとめております。資料の表紙をめ

、 。くっていただきまして 目次をごらんください

御審議いただきます議案、報告事項のほか、

その他の報告事項につきまして、担当課ごとに

記載しております。

最初に、議案といたしまして、一般会計補正

予算について御審議いただき、続きまして、報

告事項として繰越明許費や損害賠償額を定めた

こと、県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和

解及び調停につきまして、御報告さしていただ

きます。

最後に、その他の報告事項でございますが、

目次に記載しております建設工事における指名

競争入札の試行ほか３件に加えまして、お手元

に別途配付しております「宮崎県の高速道路の

最近の動きについて 、色刷りの資料です。これ」

も御報告さしていただきます。

私からの説明は以上ですが、詳細につきまし

ては担当課長等から説明させますので、よろし
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くお願いいたします。

以上でございます。

管理課でございます。県土整○郡司管理課長

備部の６月補正予算について御説明をさしてい

ただきます。

委員会資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。

今回の県土整備部の補正額につきましては、

表の右から３列目、太線の枠で囲んだＤ列でご

ざいますが、下から５番目の一般会計で2,000万

の増額をお願いしております。また、一般会計

と特別会計を合わせました補正後の額につきま

しては、その右隣の列、Ｅ列の一番下の段に記

載しておりますとおり、742億3,022万5,000円と

なります。前年度の現計と比較いたします

と、95.7％となっております。なお、補正の具

体的な内容につきましては、後ほど関係課長か

ら御説明をいたします。

、 。補正議案につきましては 以上でございます

河川課でございます。当課の補○東河川課長

正予算について御説明いたします。

平成25年度６月補正歳出予算説明資料 の63「 」

ページをお開きください。

当課の補正予算額は1,000万円の増額をお願い

しております。補正後の予算額は、右から３列

目でございますが、181億4,356万2,000円となり

ます。

65ページをお開きください。

（事項）海岸保全事業費の説明欄、１の新規

事業「海岸漂着物地域対策推進事業」の1,000万

でございます。事業の概要につきましては、常

任委員会資料のほうで御説明させていただきた

いと思います。

。常任委員会資料の２ページをお開きください

なお、後ほど説明いたします港湾課の補正に

つきましても本事業によるものでございます。

それでは、まず、１の事業の背景・目的でご

ざいます。平成25年度環境省所管の地域環境保

全対策費補助金が、環境森林部が基金管理者と

なる宮崎県環境保全基金に積み立てられること

になりまして、海岸における漂着物の処理に使

用できるようになりました。これにより、海岸

の良好な景観及び環境の保全を図るものでござ

います。

３ページのほうごらんください。

今回の環境保全基金では、ページの下の囲み

にありますように２つの事業がございまして、

１つは農政水産部及び県土整備部の海岸管理を

所管する４つの課が実施します回収処理であり

まして、２年間で5,300万、もう一つは、環境森

林部循環社会推進課で実施します発生抑制対策

でありまして、２年間で1,431万4,000円の事業

費が予定されております。

２ページにお戻りください。

２の事業概要でございますが、予算額は1,000

万円、財源は全て宮崎県環境保全基金でありま

して、事業期間は平成25年度から平成26年度の

２年間で、各海岸管理者において海岸漂着物の

回収処理を行うものであります。

、 、３の事業効果にありますように これにより

海岸の良好な景観及び環境の保全を図ることが

でき、あわせて県民の快適な利用に供される空

間を確保できると考えるところでございます。

河川課は、以上でございます。

港湾課でございます。当課の○永田港湾課長

補正予算について御説明をいたします。

歳出予算説明資料の67ページをお開きくださ

い。

当課の補正予算額は、1,000万円の増額をお願

いしております。補正後の予算額は、右から３
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列目、一般会計と港湾整備事業特別会計を合わ

せまして89億5,625万3,000円となります。

補正の内容について御説明いたします。69ペ

ージをお開きください。

上から５行目 （事項）港湾海岸保全事業費の、

説明欄、１の新規事業「海岸漂着物地域対策推

進事業」の1,000万円でございます。事業の内容

としましては、先ほど河川課長のほうから説明

のありました事業と同様でありまして、港湾課

が所管する海岸に係る漂着物の回収及び処理を

行う経費でございます。

港湾課は、以上であります。

執行部の説明が終わりました。○黒木委員長

最初に 議案について質疑はありませんでしょ、

うか。

今、２ページの説明をしていただ○西村委員

いたんですけど、これ、海岸管理者っていうの

は、下にあります土木事務所でありますとか港

湾事務所であるとは思うんですが、この方が、

回収及び処理を行うっていうことは、いろんな

団体に発注をされて、その方が掃除をされるの

か。もしくは、ある程度、いろんな協力者が集

めてくれたごみを処分をするために使う費用な

のかを、まず第一点、教えていただきたい。

一緒に聞きますけども、こういう推進事業を

導入するに当たって、今まで以上に海岸とか人

が集まりやすいところの、いわゆる美化に対し

、 、 、て いろんな角度で縛っていかなければ 今度

永久にそのごみを美化していくことはできない

と思います。海で遊んだりする人がそのままご

みを捨てていくような環境をつくってはいかな

いんですが、それに対する、例えばパトロール

でありますとか、啓発活動でありますとか、そ

ういうものには使用できないのか。

２点、お伺いします。

事業に実施の方法でございます○東河川課長

けど、基本的には、業者さんのほうへの委託等

を考えてございます。そちらのほうで回収処分

をしていただくということになろうかと思いま

す。

ただ、やり方によっては、地域の方々が一緒

に行うということも一つの方法ではございます

けども、いろいろな細かい制度上の制約等もご

ざいますので、そちらについては、所管されて

ます環境森林部のほうとも十分協議をしながら

進めてまいりたいと思っています。

それと、これによって推進することによるい

。 、ろんな今後の課題等もあると思います 確かに

パトロールとか啓発ということが必要かと思い

ますけども、３ページのほうの一番下の欄で御

説明した発生抑制対策ということで、循環社会

、 、推進課のほうが行うもの これにつきましては

基本的にそういう啓発活動を行うというふうに

お伺いしております。

また、一方、河川課のほうで所管してます、

ことしの事業の中でも、次代へつなごう魅力あ

る川・海づくり事業がございますが、そちらで

も海岸の美化に関していろんな取り組みはやっ

ていくということで考えておりまして、そうい

う啓発活動も含めながら、しっかり海岸の環境

の推進に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

考え方って、こういう予算がつく○西村委員

ことっていうのは非常にありがたいことではあ

ると思うんです。

逆に、今まで、例えば、サーファーの人たち

、が月に一回集まってやってきたビーチクリーン

いわゆる、ボランティア、手弁当でやってきた

部分、もしくは、地域住民が、自発的に、海岸

を守る会とか松林を守る会とかいうことでやっ
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てきた部分っていう、いわゆる自分たちが何と

かしてやっていこうっていうことで、お金をも

らえずにやってきた活動と、片や、大変だから

といって業者にお金を払って委託してしまう事

業が、目的、目標は一緒なんです。片や、お金

をもらった人が動くのと、片や、自発的に動く

ので、非常に、私は、こういう予算があるばっ

、 、 、かりに もう もらわなかったらやらないとか

もらえるときにならないと動かないっていった

ことが、逆に出てきかねないなと思ってるんで

。 、 。す そういうことは 想定にないんでしょうか

サーフィンをされてる方々も、○東河川課長

そういう形でやられてるということで、自発的

にやっていただているボランティア活動の皆さ

ん方の活動は非常にありがたいと思ってます。

先ほど、ちょっとお話しました次代へつなご

う魅力ある川・海づくり事業ということで、今

年度改善事業ということで上げております。そ

の中で 「クリーンアップ大作戦、宮崎の川・海、

をきれいにしたい支援事業」というのがござい

まして、そちらのほうではボランティア活動さ

れる方に、軍手とかごみ袋であるとか、そうい

うものを支援的なものを行ったりしているとこ

でございます。

こういう事業があるということで、皆様にも

いろいろ御周知しながら、そういう活動をされ

る方には、できるだけ、やれるべきところの支

援はしてまいりたいと思いますし、基本的に、

この次代へつなごう魅力ある川・海づくり事業

というそのものについても、いろんなシンポジ

ウム等通しながら そういう愛護の気持ちを持っ、

ていただくとか、そういう形も進めてまいりた

いと思ってます。

、各業者さんに発注する場合の予算であるとか

またこういう支援するための事業であるとかを

うまく組み合わせながら、県民皆さんが川や海

について環境をよくするということを理解して

いただくということで、できるだけ、関係する

市町村も含めてですけども、いろんな形の団体

も含めて一緒に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

西村委員とダブるかもしれないん○河野委員

ですけど、背景・目的の中の、台風等で発生す

るというこの「等」の考え方、これをちょっと

確認したいと思います。

台風による波であるとか、通常○東河川課長

、 、の波でもございますけれども そういうことで

海岸のほうに漂着するものということで、台風

。 、に限らずいろんな形の波浪がございます また

場合によっては、日本海側では外国からのごみ

が漂着するというお話もあったり、そういうも

のも全て想定された上での台風等という意味と

いうふうに御理解いただければと思います。

ということは、定期的なものでは○河野委員

なく、例えば台風後とか、何か、災害後とか、

。そういう考え方で考えてよろしいんでしょうか

基本的には、そういう状況が発○東河川課長

生したときに対応するというふうに考えていた

だきたいと思います。

回収処理に5,300万の費用を用意す○中野委員

るわけですが、ここに、２ないし３ページに、

この回収するごみの写真があり、回収というこ

とはわかりますが、処理ということは、いかな

。る処理をされるのかをお尋ねしたいと思います

一般的には、これは一般廃棄物○東河川課長

という形になりますので 例えば 市町村が持っ、 、

ている処分場へ持っていくとかというような形

の処理を行うということでございます。

一般廃棄物ということで、処理場○中野委員

で焼却するということですか。
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そうでございます。○東河川課長

5,300万のうちに処理の費用はどの○中野委員

ぐらいかかるんですか。

ちょっと詳細まで詰めてはござ○東河川課長

いません。

今回、私どもの課のほうで1,000万ということ

で行ってます部分につきましては、過去の使っ

た費用の総額で予算措置してます。その件につ

いては、ちょっと、今、持ち合せた資料がござ

いませんので、ちょっと確認させていただきた

いと思います。

いわゆる、この一般廃棄物として○中野委員

、 、各処理場で処理するということですが 我々が

震災瓦れきを受け入れて、それを焼却してくれ

ということでしました。そのとき、いろいろ受

、 、け入れられない理由の中に その震災瓦れきは

海の津波で、いわゆる塩分を含んでいるから、

非常に 処理ができないというようなこともあっ、

たように記憶をいたしておるんです。

これは、見るからに塩分を含んだごみだと思

うんです。一般廃棄物処理としては、何か、障

害、弊害というものがあるんでしょうか。

海岸から流れ着いた流木等の○永田港湾課長

場合は、議員おっしゃるように、塩分等があり

ますので、なかなかそのまま燃やすのは難しい

ということがありますが、市町村の処理場で燃

やせば、心配されるダイオキシンとかの発生も

なくできるというふうに伺っておるとこです。

これ、塩分とダイオキシンとの問○中野委員

題は、ちょっとイメージが悪かったですが、一

旦、塩水にかかったものだから、海岸に打ち寄

せられたごみだと思うんです。恐らく、あの反

対する理由の中に、震災瓦れきが受け入れられ

ないのは、焼却する窯に塩分が付着するかどう

かするからというような意味だったと思うんで

す。こっちのほうが、より、以上に塩分を含ん

でいるような気がするんだけど、何も障害はな

いんでしょうか。あの反対理由の一つは何だっ

たんだろうかと思うんですが……

直接、担当でないからおわかりでないかもし

れませんが、これはよくて、あっちのほうはい

けなかったという、それがちょっと不思議なん

ですが。何か、これで、だから受け入れの拒否

というところはないんですか。

海岸漂着物の問題につきまし○永田港湾課長

ては、平成16年、17年に台風等で海岸に大量の

漂着物がございまして、その処理をどうするか

ということで関係課集まりして、そのときに、

当然、市町村と一緒になって処理を考えたんで

す。その中では、市町村によっては、処理場の

ほうで、そういうものについても処理ができる

というふうに伺ってるところでありましたが、

申しわけございません、その震災瓦れきの件に

ついては、私のほうでは、ちょっと理由等はわ

からないところです。

そういう横の連携をとって、あの○中野委員

震災瓦れきのほうが影響を受けるのに、これが

影響を受けないということではなかろうと思う

んです。一般廃棄物の処理場で、何か障害が出

るんじゃないかなという気がしてなりません。

そういう、関係課とも連携をとって、いろいろ

とそういうことがないようにしていただきたい

と思います。

ほかに質疑はありませんか。○黒木委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、それでは、○黒木委員長

次に報告事項に関する説明をお願いします。

管理課でございます。平成24○郡司管理課長

年度からの繰越明許費の確定につきまして、地

方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき御
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報告をいたします。

委員会資料の４ページをお開きいただきたい

と思います。

この４ページから７ページにかけまして、会

計区分ごと、各課ごと、事業ごとに記載してお

りますが、資料を横にしていただきまして、６

ページの一番下の枠内をごらんいただきたいと

思います。

一般会計の繰越明許費の確定額は、一般会計

合計の中ほどの繰越額の欄に記載してあります

ように370億388万2,000円でございます。繰り越

しの理由につきましては各事業ごとに主な理由

を記載しておりますが、国の緊急経済対策の実

施に伴う補正の関係や工法の検討に日時を要し

たこと等により工期が不足したものでございま

す。

次に、７ページをごらんいただきたいと思い

ます。

上の段が、公共用地取得事業特別会計の繰越

明許費でございます。繰り越し確定額は4,279

万5,953円でございます。繰り越しの理由は、移

転先選定等に日時を要したことによるものでご

ざいます。

次に、中段は、港湾整備事業特別会計の繰越

明許費でございます。繰り越し確定額は２

億4,340万でございます。繰り越しの理由は、関

連工事との工程調整に日時を要したことによる

ものでございます。

最後に、一番下の段をごらんいただきたいと

思います。部の合計でございます。一般会計と

特別会計合わせました県土整備部の繰り越し確

定額の合計は、372億9,007万7,953円となってお

ります。

繰り越し確定額の報告につきましては、以上

でございます。

続きまして、委員会資料の８ページをお開き

いただきたいと思います。

損害賠償額を定めたことにつきまして御報告

をいたします。

県有車両による交通事故の損害賠償でござい

ます。職員が運転する県有車両が、相手方が所

有する店舗の壁面に接触したことによるもので

ございます。損害賠償額は８万4,000円でござい

ます。全額、加入保険により支払われていると

ころでございます。

交通事故防止につきましては、再三にわたり

注意を喚起しているところでございますが、今

後とも機会あるごとに交通安全の啓発を行い、

十分指導してまいりたいと考えております。

管理課は、以上でございます。

道路保全課であります。○坂元道路保全課長

委員会資料の９ページをお開きください。

道路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたこ

とについて、地方自治法第180条第２項の規定に

基づきまして御報告をいたします。

今回の報告は、県道財部庄内安久線の冠水事

故以下、物損事故が３件でございます。

事故内容別の内訳は、冠水事故が１件、穴ぼ

こ事故が１件、落石事故が１件です。発生日、

発生場所等につきましては、資料に記載のとお

りでございます。

損害賠償額の範囲でございますが、５万749円

から23万8,323円となっており、全て道路賠償責

任保険から支払われます。

説明は以上でありますが、引き続き、道路パ

トロールを徹底するなど、道路施設の安全確保

に努めてまいりたいと存じます。

以上でございます。

港湾課でございます。損害賠○永田港湾課長

償を定めたことについて御報告いたします。
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「資料」の10ページをお開きください。

今回の報告の内容につきましては、細島港臨

港道路竹島線に設置しております通行規制用ゲ

ートの固定が不十分であったことから、強風で

突然ゲートが閉まり、通りかかった車両に損害

を与えたものであります。

なお、損害賠償金は、県が加入している保険

から支払われております。

説明は以上でありますが、今後、同様の事故

が発生しないように港湾施設等の点検を十分に

行い、事故防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上であります。

建築住宅課であります。○森山建築住宅課長

委員会資料の11ページをごらんください。

県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について、地方自治法第180条第２項の規

定に基づき御報告いたします。

県営住宅の管理につきましては、入居の公平

性の観点から管理の適正化、厳格化に努めてい

るところであります。特に、家賃の長期滞納者

等で誠意が見られない入居者に対しましては、

明け渡し訴訟等の法的措置を講じているところ

でございます。今回は、高額所得者と家賃滞納

者に対する明け渡し請求及び家賃等請求の訴え

の提起、明け渡し等請求事件における和解につ

いて御報告いたします。

まず、表の一番上の入居者でございます。こ

れは、高額所得者でありまして、公営住宅法施

行令に規定する金額を超える高額の収入があり

、ますことから住宅の明け渡し義務がありまして

再三、明け渡し指導を行ってまいりましたが、

退去の意思が見られないことから、宮崎県営住

宅の設置及び管理に関する条例第29条第１項の

。規定に基づき住宅の明け渡し請求を行いました

しかしながら、期限までに住宅を明け渡さない

ことから、住宅の明け渡し請求と家賃等請求の

訴えを提起するものであります。

次に、表の２番目の入居者でございますが、

これは県営住宅の家賃を長期間滞納しておりま

して、これまで再三にわたり納付指導を行って

まいりましたが、支払いに対する誠意が見られ

ないことから、宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例第33条第１項の規定に基づき住宅の

明け渡し請求を行いました。しかし、住宅を明

け渡さないこと及び滞納解消が見込めないこと

から、住宅の明け渡し請求と家賃等請求の訴え

を提起するものであります。

そして、表の３番目以降の６名でございます

が、家賃を長期間滞納しておりましたので明け

渡し請求を行いましたところ、滞納している家

賃を分割納付する旨の申し出がありまして、や

むを得ないものとして和解を行うものでありま

す。

表の右端に専決年月日を記載しております。

いずれも平成25年４月23日でございます。

建築住宅課は、以上であります。

執行部の説明が終わりました。○黒木委員長

報告事項について質疑はありませんか。

、 、○中野委員 この明け渡しの提起 和解ですが

これは提起をしたというのは、今、ちゃんと訴

えて、これから係争になると思うんですが、こ

の和解というのは、提起をしようとしたら、同

日付で和解に応じて係争までは至らなかったと

理解すればいいんですか。

和解の日付は一緒ではな○森山建築住宅課長

いんですが、明け渡しの請求をしました後に、

分割納入をするということで、６名の方につき

まして和解をしてございます。

それはわかりました。○中野委員
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、一番上のこの高額所得者明け渡しというのは

収入が高くなったから、住宅のこの関連条例で

住めなくなったので出てくださいという意味で

すがね。

そうでございます。○森山建築住宅課長

その金額というのは、幾らからな○中野委員

んですか。出てもらうのは、明け渡してもらう

のは。

政令月収で、39万7,000円○森山建築住宅課長

でございます。

そういう人は、年に何人ぐらい発○中野委員

生するもんでしょうか。

済いません。少々、お時○森山建築住宅課長

間ください。

継続で質問しますが、明け渡しの○中野委員

この請求の訴えをしたのが、初めて聞いたんで

すが、１件ですよね。ほかは、了解して、みん

な過去も含めて、指示に従って出ていかれてい

るんだと思うんですが そういうことなんでしょ、

うか。

まず、先ほどの御質問が○森山建築住宅課長

ありましたほうからお答えいたします。

高額所得者の明け渡し指導でございますけど

も、例えば平成24年度であれば、３名が出てき

ておりまして、退去が１名、そして収入が減っ

たということで認定取り消しが１名、そして現

在入居中、今回提訴する分ですが、１名という

ことになっております。

中野委員、もう一度、次の質問○黒木委員長

ですが。

総合的にまた言い直します 平成24○中野委員 。

年度で、１年間に３件発生したということです

ね。１人は、そのうち、収入が減った、１人は

出ていった、１人は出ていかなかったので提訴

したということですか。

24年度につきましては、○森山建築住宅課長

今おっしゃったように３名発生して、退去が１

名、認定取り消しが１名、そして入居中が１名

でございます。

その月収というのは、契約してる○中野委員

１人、本人だけなんでしょうか。そこに住んで

いる家族合わせての収入ということになるんで

すか。

同居者の収入の合計で算○森山建築住宅課長

定しております。

今、そういう人がわずか３名ぐら○中野委員

いなもんでしょうか。ちゃんと、それを実証す

る書類というのは、住宅料を決めるときに、毎

年、何か、チェックをするシステムになってい

るわけですか。何か、年度、何年か置きに見ら

れるんですか。

家賃の算定におきまして○森山建築住宅課長

は、前年度に収入申告書というのをしていただ

きまして、毎年、収入の報告をしていただきま

す。添付書類としまして所得証明書などをつけ

ていただきまして、それをもとに翌年度の家賃

を算定し、２月ぐらいには入居者の方に通知す

るという形をとっております。

24年度は３名が上がってきて、い○中野委員

ろいろされたという話でした。毎年、大体、平

均どのくらいの人が、こういう、明け渡さざる

を得ないような高額所得者になられるもんで

しょうか、平均的でいいんですが。

大体、ここ七、八年ぐら○森山建築住宅課長

いで見ますと、平均六、七名ぐらいでございま

す。

そうですか。それで、応じなかっ○中野委員

た、提訴したというのは、これが初めてという

ことでしょうか。過去も訴えられて、判決をも

らって、恐らく強制執行か何かされて出ていか
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れたと思うですが そういう経過もあるんでしょ。

うか。

高額所得者に対する提訴○森山建築住宅課長

は、今回が初めてでございます。

だから、素直に、やっぱり指示に○中野委員

従って出ていかれたということですね。

今までの方は、出ていか○森山建築住宅課長

れたり、あと収入がちょっと下がったりという

ことになってございます。

10ページの損害賠償でありますけ○押川委員

ども、この安全施設不全ということは、県の施

設の安全施設が何らかの形で車にぶつかって損

害を発生したということになるんですか。場所

と、どういう状況がちょっと教えてください。

これは、細島港の白浜地区と○永田港湾課長

いうとこがございまして、ここの臨港道路が、

今の耐震岸壁 15号岸壁とか17号岸壁、今、─

国が整備してる岸壁があるんですが に至る─

道路になっており、ここに、台風とかのときに

閉めるようにゲートがございます。そこが、通

常はあいた状態になっておりました。それが、

固定が十分でなかったということで、４月６日

の早朝に、突風にあおられてゲートが動きまし

て、車両の後部のドアとかボディーとかを損害

を与えた事故になっております。

これは、自動じゃなくて、どなた○押川委員

かが管理されて、固定する、そういう鍵がある

安全施設ということでいいですか。

港湾管理者のほうで 北部○永田港湾課長 ─

港湾事務所になりますが 管理しているゲー─

トでございます。

この車種をちょっと教えてくださ○押川委員

い。

車種は、普通の商用車、バン○永田港湾課長

タイプでございます。

じゃ、後部に当たって、その修理○押川委員

が60万3,000円というぐらいでいいんでしょう

か。それとも、営業であれば、その営業ができ

ない分の補償というものも、これは入ってるん

でしょうか。

車両に対する損害賠償になっ○永田港湾課長

ております。

ありがとうございました。こうい○押川委員

うのっていうのは、めったにはないですよね。

めったにあってはいけないこ○永田港湾課長

とだと思っております。

できるだけ、こういう、保険で払○押川委員

えばいいというような安易なものになってくる

といけませんので、やっぱり、管理者が、しっ

かり、そこらあたりを、再度、職員の皆さん方

にも、またいろいろお話をしていただければと

思っております。

余り、この損害賠償のことには質○中野委員

問しないと思ったんですが、隣が質問しましの

で、不解に思っているところを、わからんとこ

ろを聞きたいんです。

８ページ、金額が小さいので、言いたくはな

いけど、どうも意味がわからんのです。県有車

両による交通事故ということで、加害者側の車

。 、ということで理解していいんですよね それで

相手の人は、オートサイクルの代表社長で、８

万4,000円の損害を与えたということですよね。

たまたま、このオートサイクルだから、オート

バイか何かの修理か販売店かの会社でしょう。

そこの商品か、たまたまそこの所有している車

に当たったということなんですか。

ちょっと、済いません。かな○郡司管理課長

り、中身がわかりづらい資料で申しわけござい

ません。

これは、土木事務所の車両が工事現場に向か
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う途中、工事現場に進入するために方向転換を

行ったんですが、その際に、店舗の壁面、壁に

車をぶつけたということでございまして、外壁

の修理代でございます。

たまたま、そこの店舗が、オート○中野委員

バイ屋さんであったちゅうことですね。

はい、さようでございます。○郡司管理課長

たまたま、オートバイ屋さんであったというこ

とでございます。

何か、理解し難いあれやったなと○中野委員

思って聞きました。わかりました。

、○河野委員 個別の案件かもしれないんですが

先ほどの県営住宅の件で、入居者は、家賃以外

に管理料というのが発生すると思うんです。共

有の光熱関係とか、ここら辺どうなんですか。

共益費というのがありま○森山建築住宅課長

すけども、それは、県のほうではいただいては

おりません。入居者のほうで払っていただいて

おります。

県営住宅の区長さんから、よく相○河野委員

談を受けることが、この家賃滞納の入居者が、

この管理料、先ほどの共益費ですか、これもや

はり滞納されてて 県は、結構強めに、先ほ─

どのような退去とかそういうことが、指導とか

できるんですけど、この共益費に当たっては、

区長さんが、やっぱり、相当苦労されてる部分

があるんです。それに、県が、指導を含めてか

かわるっていうことはできないんでしょうか。

共益費の滞納で区長さん○森山建築住宅課長

が苦労していらっしゃるということで、これに

つきましては、私どものほうからも入居者に対

して、お願いレベルではございますが、地元に

御協力するようにということで、入居者のほう

に通知といいますか、申し上げたいというふう

に考えております。

ほんと 言葉が、もしかしたら○河野委員 ─

申しわけないんですけど 悪質っていうか、─

。 、そういう事案も見受けられるようです やはり

会計の方とか区長さんが大変御苦労されてる実

態を幾つかつかんでますので、県のほうからも

ぜひお願いしたいと思います。

ほかにありませんでしょうか。○黒木委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他の報告○黒木委員長

事項に関する説明をお願いします。

管理課でございます。○郡司管理課長

委員会資料の13ページをお開きいただきたと

思います。

建設工事における指名競争入札の試行につい

て（案）でございます。

１の目的についてでございます。災害対応力

、 、強化の観点から 地域の建設業者の育成を図り

透明かつ効率的・合理的な競争環境のあり方に

ついて検討するため、指名競争入札を試行する

ものでございます。

次に、２の試行期間につきましては、７月中

に試行を始めまして、本年度末まで実施する予

定としております。ただし、工事の種類ごとに

指名業者の選定基準を作成する必要がございま

すので、準備が整ったものから試行を開始する

ことといたしております。

次に、３の試行対象及び件数についてでござ

います。

（１）の対象につきましては、予定価格250万

以上3,000万未満の建設工事の約８割を占めます

４種類の工事としたいと考えております。対象

とする工事は、①土木一式工事、②とび・土工

・コンクリート工事、③舗装工事、④建築一式

工事でございます。ただし、②のとび・土工・

コンクリート工事につきましては、一つの工事
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の種類の中に多様な工事が存在しておりますの

で、その中でも施工件数の多いのり面工事等を

対象に検討したいと考えているところでござい

ます。なお、試行につきましては、建設工事の

約半数を占めます土木一式工事から開始するこ

ととしております。

次に （２）の件数についてでございます。試、

行開始後に発注する予定価格250万以上3,000万

未満の試行対象となる建設工事のおおむね３割

程度を確保したいと考えているところでござい

ます。

、（ ） 、次に ３ の対象工事の選定につきましては

各発注機関管内の対象工事箇所の分散を図りま

すとともに、道路事業や河川事業等の事業内容

につきましても特定の事業に偏在しないよう留

意してまいりたいと考えております。なお、災

害工事につきましては、試行の趣旨を踏まえま

して、試行実施件数の積極的な確保を図ってい

くこととしております。

、 。次に ４の指名業者数についてでございます

予定価格250万以上3,000万未満の条件付一般競

争入札の平均応札者数や九州各県の指名業者数

等を考慮いたしまして、10社以上としたいと考

えております。なお、指名業者の選定に当たり

ましては、現在、条件付一般競争入札において

設定しております地域要件に該当する企業の中

から指名業者の選定基準に基づき決定すること

としております。

また、資料にはございませんけども、選定さ

れた指名業者と予定価格の公表時期につきまし

ては、現在の取り扱いと同様に事後公表とさし

ていただきたいと考えているところでございま

す。

14ページをお開きいただきたいと思います。

次に、５の指名業者の選定基準についてでご

ざいます。

災害対応力の強化の観点から地域の建設業者

の育成を図るため、①から⑭の評価項目を設定

することを基本としまして、透明性を確保する

ため評価項目の内容や評価方法を公表してまい

ります。また、指名業者の選定に当たりまして

は、公正性・客観性を確保するため、客観的な

データを用いて評価し、各項目の評価を合計し

。た数値の高いものから順に指名してまいります

評価項目及び評価方法につきましては、15ペ

ージの別紙１で御説明をさしていただきます。

まず、15ページでございますが。

まず、１の評価方法についてでございます。

選定の対象となります建設業者ごとに２の評価

項目に記載しております①から⑭までの各評価

項目の評価を集計しまして、その合計点の高い

順に順位づけをいたします。なお、順位が同順

位の場合につきましては、①から⑭までの評価

項目の中から項目を選んで再評価をし、順位を

決定した上で、上位の業者から既定した指名業

者数を選定いたします。

次に、２の評価項目についてでございます。

資料には記載しておりませんけども、平時にお

いて県内各地の建設業者に技術者や建設機械な

どが確保されていることなどによって、災害時

の迅速かつ円滑な施工につながるものと考えて

おります。工事現場に近い企業が応札できる機

会が確保されていること、平時において災害に

対応できる体制を確保しておくこと、工事の品

質を確保することができること、建設業者育成

の観点から応札や受注の機会の確保を図ること

などが重要でございますので、それぞれの評価

項目について、ただいま申し上げました観点ご

とに御説明をさしていただきたいと思います。

評価項目につけました番号順にはなりません
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けども、御容赦いただきたいと思います。

まず、県内各地で発注される工事を現場に近

い企業が受注することで、地域の企業の育成が

図られると考えられますことから、工事現場と

の位置関係といたしまして、②の地域特性、③

の現場までの距離を評価してまいります。

次に、平時において災害に対応できる体制が

確保されている場合、迅速な対応は可能となり

ますので、⑥の雇用をしている技術者の評価、

⑧の防災協定への加入、⑨の建設機械の保有を

評価してまいります。

次に、技術力が高く優良な建設業者を選定す

ることが工事の品質確保につながりますので、

①の完成工事高の評価、⑦の専門性の評価、⑩

の工事成績、⑪の施工実績、⑫の社会貢献を評

価してまいります。

次に、応札や受注機会の平等性を確保するこ

とで、地域の建設業者の育成につながるという

観点から、④の県工事受注状況、⑤の県工事指

名状況を評価してまいります。

最後に、応札の意欲と実績という形で、⑬の

県工事への参加意欲と⑭の入札参加実績を評価

してまいりたいと考えております。

以上の14種類の評価項目を客観的データを用

いて評価し、指名業者の選定を行うこととして

おります。

次に、指名業者を選定する際のイメージを17

ページのＡ３版の資料で御説明さしていただき

たいと思います。

左から２列目に、等級区分や地域要件を満た

す建設業者が並んでおりまして、一番上の業の

左から右に、①から⑭の評価項目が並び、その

右側に総計、同順位の判定、最終順位が表示さ

れております。したがいまして、建設業者名の

行を横に見ていただきますと、各項目別の評価

が並んでおりまして、右から４列目に合計点、

。右から２列目に最終順位が表示されております

この網かけ部分の数値が10位以内である建設業

者を指名業者として選定するというイメージで

ございます。

続きまして、６の検証項目についてでござい

ます。

14ページに戻っていただきたいと思います。

試行期間中に実施した建設工事につきまし

て、14の項目につきまして入札方式ごとに比較

検証し、受注者等へのアンケートも行いまして

総合的に評価することとしております。この14

の項目の中でも下線を引いた項目、④の入札手

続期間、⑥の不調・不落・辞退の状況、⑦の工

事現場に近接する企業の受注状況、⑩の入札に

参加しながら受注できていない企業の状況、こ

ういったものにつきましては、地域の建設業者

の育成を通じた災害対応力の強化に資する項目

として着目し、詳しく分析してまいりたいと考

。 、 、えております なお 検証項目につきましては

現時点で想定してる項目でございますので、試

行期間中において試行の状況等考慮し、見直す

。場合もあろうかと考えてるところでございます

続きまして、19ページの別紙２をごらんいた

だきたいと思います。

こちらでは、検証項目と検証結果の評価方法

等について記載しております。

中ほどでございますが、価格競争方式、総合

、 、評価落札方式 指名競争入札方式とありまして

それぞれの評価項目ごとの数値を記載していく

方式を考えております。また、14ページで下線

が引いてあった項目につきましては、網かけで

表示しているところでございます。

14ページへお戻りいただきますでしょうか。

最後に、７の今後の進め方についてでござい
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ます。

（１）の試行案の決定につきましては、今回

の常任委員会の皆様の御意見を踏まえた上で、

入札契約監視委員会における調査・審議を経た

後に、副知事を委員長とし、関係部局長で構成

いたします入札手続等改善検討委員会におきま

して月内に決定してまいりたいと考えてるとこ

ろでございます。

次に （２）の土木一式以外の対象工事の試行、

開始時期についてでございますけども、条件付

一般競争入札との比較・検証に必要な件数を確

保するために、９月末を目途として試行を開始

したいと考えているところでございます。

最後に （３）の検証結果及び26年度以降の方、

針の公表についてでございます。今年度に試行

結果を分析し、検証結果及び来年度以降の方針

につきまして、２月議会において報告をさして

いただき、決定してまいりたいと考えてるとこ

ろでございます。

説明は、以上でございます。

。○大坪道路建設課長 道路建設課でございます

道路建設課からは、その他の報告事項としまし

て２点ございます。

お手元の委員会資料の20ページをお開きくだ

さい。

１点目は、都城志布志道路の県境区間の新規

事業化についてであります。

平成25年度の国の予算において、唯一の未事

業化区間となっておりました宮崎県と鹿児島県

の県境に位置する宮崎県側の「金御岳工区」と

鹿児島県側の「末吉道路」の新規事業化が認め

られたところであります。

図をごらんください。都城志布志道路は、上

側の宮崎自動車道の都城インターチェンジから

下側の志布志港を直結する約40キロメートルの

地域高規格道路であります。このうち中ほどに

赤色で着色しております区間が、今回新規事業

化された区間となります。この新規事業化によ

りまして、都城志布志道路全線の早期完成に向

け大きく前進することとなりました。

県としましては、今後とも国や鹿児島県、地

元自治体、関係団体等と連携しながら、早期の

全線開通に向け取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、委員会資料の21ページをお開きくださ

い。

２点目は、スマートインターチェンジの整備

についてであります。

県内３カ所で設置に向けた取り組みが進めら

れていましたスマートインターチェンジにつき

ましては、今月11日に国土交通大臣より連結許

可をいただいたところであります。

委員会資料の22ページに各スマートインター

チェンジの位置を、また23ページに手続の流れ

を記載しておりますので、御参考にしていただ

きたいと思います。

委員会資料の21ページにお戻りください。

（１）に県内のスマートインターチェンジの

概要を記載しております。

まず、都城市の山之口サービスエリアスマー

トインターチェンジにつきましては、概算費用

が約12億円で、完成予定が平成28年度のサービ

スエリア接続型のフルインターでございます。

次に、門川町の門川南スマートインターチェ

ンジにつきましては、概算費用が約20億円、完

成予定が平成28年度で、本線直結型のハーフイ

ンターとなっております。

最後に、国富町の国富スマートインターチェ

ンジにつきましては、概算費用が約29億円、完

成予定が平成31年度で、本線直結型のフルイン



- 48 -

平成25年６月19日(水)

ターとして計画をしてるところでございます。

なお、概算費用、完成予定につきましては、

今後、測量や設計などを行い、詳細な検討を実

施することとしております。

（２）に今後の流れを記載しております。今

後は、設計・調査、用地取得、工事などを順次

進めていくこととなります。

県といたしましては、西日本高速道路株式会

社や地元自治体と密に連携を図りながら、一日

も早い完成に向け、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

道路建設課は、以上でございます。

道路保全課であります。○坂元道路保全課長

委員会資料は、最後の24ページをお開きくだ

さい。

道路異状箇所の情報提供に関する協定を日本

郵便株式会社と締結することについて御説明い

たします。

まず、１の協定の趣旨でございます。道路上

に落石や倒木等の異状箇所が発生した場合は、

重大事故につながる可能性があることから、道

路上の異状箇所による事故発生を未然に防止す

るため、日本郵便株式会社と県との間で郵便局

職員が道路を通行するときに気づいた異状箇所

に係る方法提供に関する協定を締結するもので

あります。

協定の相手方は、２の（１）に記載してあり

ますとおり、県内の６郵便局長でございます。

協定の内容につきましては （２）に記載してお、

りますとおり、郵便局職員が道路の異状箇所を

発見したときは、異状箇所の発見の日時、位置

及びその状況を連絡していただく内容でござい

ます。

次に、協定のメリットについてでございます

が、道路上の異状箇所に関する情報をいち早く

収集し、迅速な対応を行うことをもって事故の

発生を未然に防止することが可能となるもので

ございます。

協定調印式につきましては、４に記載してお

りますとおり、平成25年６月28日に知事と宮崎

中央郵便局長出席により行う予定にしておりま

す。

説明は、以上であります。

別途配付しております○直原高速道対策局長

「高速道路の最近の動きについて」という資料

をごらんください。その名のとおり、最近の動

きをお知らせするものでございます。

まず、ピンクの四角で囲ってます、３つござ

いますが、これは開通の時期についてのお話に

なります。

まず、１つ目、一番上の北浦須美江間でござ

いますが、こちら、今まで28年度と言われてい

た供用年度が２年前倒しになり、平成26年度と

なりました。続きまして、日向都農間ですが、

こちらは今年度の開通予定ということでござい

ます。また、もう一つ下の北郷日南間ですが、

これは今まで開通年度の明示がなかったのです

が、この区間、平成29年度の見込みということ

で新たに明示がされるようになりました。

続いて、黄色の四角が３つございます。こち

らは、主に調査それと工事着手ということでご

ざいます。

まず、１つ目は、左側の高千穂蘇陽間でござ

いますが、こちらにつきましては、今年度から

新たに調査費が計上されまして、概略ルートや

。構造の検討を行う調査が今年度から始まります

続いて、高千穂日之影間ですが、こちら今まで

調査をしておりましたが、今年度から改良工事

・トンネル工事に着手するということでござい

ます。
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また、下のほうにございますが、日南志布志

間です。こちらにつきましては、調査は昨年か

ら行っておるんですが、今回、５月29日に九州

地方小委員会が開催されまして、事業化に向け

た一歩が踏み出されたというところでございま

す。

私からは、以上でございます。

説明が終わりました。○黒木委員長

。その他報告事項に関して質疑をお願いします

20ページの都城志布志道路です。○中野委員

、これで全てが整備区間になったと思うんですが

全線開通は、大体いつごろのめどなんでしょう

か。

今、委員がおっしゃられ○大坪道路建設課長

たとおり、これで全線、全区間の事業化がされ

たということでございます。事業者としまして

は国土交通省、この図面にも書いておりますよ

うに、一番、都城の上側、北側が国土交通省、

その南側が宮崎県、そして鹿児島県と、三者が

施工を進めております。

完成年度ということでございますが、まだ用

地取得に入ってないとか、調査がまだ進んでな

いということもございまして、国土交通省にお

かれましても、まだ完成予定を公表はしており

ません。

宮崎県につきましては、今、取り組んでおり

ますのが、梅北工区と今回の金御岳工区という

、 、ことでございますが 梅北工区につきましては

一応、平成29年度完成を目指して取り組んでお

ります。金御岳工区につきましては、先ほど言

いましたように、新規で事業化ということで、

。まだ今から調査・設計ということでございます

用地取得の状況とか、埋蔵文化財の調査等もご

ざいますので、そのあたりで見通しがついた段

階で完成予定時期を示していきたいというふう

に思っております。

なお、鹿児島県につきましても完成年度につ

いては、まだ未公表ということをお聞きしてお

ります。

以上でございます。

開通見込みの公表がないのに前倒○中野委員

、しということは考えられないわけですけれども

一年でも早く全線が開通するように、国に、い

ろんな機会で申し入れをしていただくようにお

願いしたいと思います。

建設工事に係る指名競争入札の試行について

お尋ねしたいと思います。

公共事業が大幅に少なくなったり、一般競争

、入札を実施されて約６年になると思うんですが

そういうことから、かなりの数の建設業者が、

倒産ないし廃業せざるを得なくなったというの

は、これはもう事実であります。

そういう中で、幸いに、市町村単位では、そ

の建設業者がいないところは宮崎県はないと思

うんです。昔の市町村単位とか、もっと小さな

地域ごとには、おられた建設業者もいなくなっ

たという事例が、我がえびの市もあるわけです

、 、から そういうことがないようにということで

災害対応力の強化という観点から、今回、建設

業者を育成しようということで 今のところ─

は試行ですが こういう取り組みを本年度か─

ら開始されたということは、大変、私は高く評

価すべきことだと、このように思います。

それで、お尋ねしたいわけですが、この選定

基準の中に社会貢献というのがあります。つま

り、災害が起きた場合には この前も一般質─

問の中の誰かの答弁にありましたが、南海トラ

、 、フも想定されてるわけですので まずは自助だ

、 。それと共助だ 公助だという答弁でありました

、 、 、自助 共助という中で 特に共助という中で
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私も何回となく消防団も経験し、地域に住んで

るわけですから、建設業者にお願いしていろん

なことで助けをもらって、重機を出してもらっ

たり、オペレーターで出てもらったりして、い

ろいろとやる、助かってきたと。その分だけ建

設業者が社会貢献をされてきているわけです。

今回もこの中に社会貢献ということで、ボラ

ンティアあるいは消防団ということで掲げてあ

ります 企業の地域貢献の実績という項目もあっ。

て、これも高く評価されていくんだろうと思う

、 、んですけれども その地域貢献の実績の捉え方

その辺を具体的にはどういう捉え方をされるも

のかをお尋ねしたいと思います。

資料でいいますと、15ページ○郡司管理課長

、の⑫の社会貢献の項目のお尋ねかと思いますが

これにつきましては 例示としては ボランティ、 、

、 。 、ア 消防等と書いてございます ボランティア

消防団活動はもちろんのことながら、例えば県

の発注する緊急施工について協力をしていただ

いたとか、あるいは防災協定を加入していただ

いてる これは、県の建設業協会以外にも地─

域の商工会に加入されて、防災協定に加入され

てる企業もございます。そういった防災協定。

それから、例えば道路パトロールについて積極

的に取り組んでいただいてる企業。こういった

形を、やっぱり地域活動に一生懸命貢献されて

る企業ということで評価していきたいというこ

、 。とで 入れさしていただいた項目でございます

。○中野委員 そういうことも当然だと思います

緊急的に施工に協力したとか、防災協定とか、

いろんなことにやれるということは、当局のほ

うで把握されるわけですが、実際は、地域で隠

れてる部分、さっきもちょっと言いました、

ちょっとしたことで道路が冠水したり、小規模

な河川が壊れたり、いろんな形で、もう地域の

住民として一生懸命手伝いというか、率先して

協力をされます。そういうものは、市も把握を

、 、しない 我々地元の者だけが知っていることで

しかし、大変、我々は助かっていることなんで

す。そういうことを、正直言って、率先する業

者もおれば、なかなか協力的でない方も中にお

られるわけです。

、 、 、協定を 緊急施工の協定でしたか 防災協定

そういうものを結んでおっても、実際、実務的

に手伝いとかされるところとの差、その辺をき

ちんと把握してもらって、そういうこともこの

地域貢献ということで、ぜひ、何か、捉えられ

るようなシステムをつくって評価の中に入れて

ほしい。そのことが、今回スタートをする事業

の最大なる目的だと。いわゆる、地域の建設業

者がいなくなったら大変なことですし。まして

や、防災のときの対応能力が低下するわけです

から、それを強化しようということの業者育成

だと思います ぜひ そのこと等も細かくチェッ。 、

クをしていただいて、評価をしていただくよう

なことを、このボランティア、消防団、プラス

アルファの中で加味していただけばというふう

に思います。よろしくお願いします。

中野委員のおっしゃったこと○郡司管理課長

につきましては、建設業協会との意見交換の中

、 、でも やはり防災協定に加入はしてるんですが

一生懸命やっていただける企業さんと、なかな

、か動いてくれない企業さんとあるということで

、 、こういったものについても 今後の課題として

何らかの形で評価できるようなシステムをつ

くっていただきたいという御意見等もいただき

ました。

これにつきましては、現段階では、指名競争

入札をやるためには、とりあえずシステム化と

いうことで、評価項目をかなり絞らせていただ
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いておりますので、委員の御意見につきまして

は、今後、また検討さしていただきたいと考え

ているところでございます。

なぜかというと、この防災協定そ○中野委員

れから市町村単位の防災協定等も言われました

が、いわゆる大きな建設業者といっては語弊が

あるかもしれませんが、そういうところは、県

、 、の建設協会にも入って 協定もきちんと結んで

皆さんの目について評価されるんです。ところ

が、小さな業者が 県の仕事をあんまりする─

ことはないかもしれませんが、今回は250万以上

ということでありますから 250万そこそこの─

仕事はできるというのもあると思うんです。

そういうところが、なかなか、協定も結びづ

らいと、結びつくような、いわゆる県の協会に

も入ってないわけですから、そういうことで蚊

帳の外に置かれる可能性もあります。そういう

ところを、何か、把握していただくようによろ

しくお願いしておきたいと思います。

これは、もう要望で結構です。

今の入札制度の関連で、事前に丁○西村委員

寧な説明をいただいたもんですから、その内容

については把握しているつもりなんですけれど

も、やっぱ、最後に一点気にかかります。

先ほど挙げた14項目を点数化をして、その地

域において、企業、その入札において10社程度

を選んでいくという話は理解をしてるんです。

その中で、現場までの距離とかいろいろ項目

はありました。それを、どれに何点つけて、い

わゆるマックス、上限をつけていって、その中

でＡ、Ｂ、Ｃつけていくかっていうところは、

どうしても、これは皆さん方、その担当者の感

覚によるものであり、これは、100人が100人、

これは公正だと思わないかもしれないし、先ほ

ど中野委員が言われたように、誰が判断するの

かというところです ちゃんとボランティアやっ。

てくれた現場を県のそういう方が見てくれたら

１点なのか、たまたま誰からも見られなかった

らゼロ点なのかっていうところは、非常に気に

かかる問題だと思うんです。

最終的に、その14項目の配分、点数を決めら

れるのは、どういった方が、地区ごとに多少変

わるのか、もう県で統一したルール一本でやら

れるのかを、ちょっと今の考えを教えていただ

きたいと思います。

配点の重みづけというので、○郡司管理課長

かなりこの順番は変わってくると思います。

やはり、ちょっと説明の中で申し上げさして

いただきましたように、地域の企業の受注機会

をどう確保していくのかというようなこと、あ

るいは、一生懸命働いてらっしゃる建設業者さ

んたちが指名されるようなシステムにならない

かということで、いろんなシミュレーションを

さしていただいております。24年度の工事の発

注事例をもとにシミュレーションをさしていた

だいて、そういったものをベースに重みづけと

いうのは検討していきたいと思っております。

具体的には、やはり公共三部で協議をしなが

、 、 、ら 最終的には決定をさしていただき そして

県の組織である入札手続等改善検討委員会、こ

れは副知事がキャップでございますが そういっ、

た中で決めていきたいと考えてるところでござ

います。

ありがとうございました。○西村委員

結局、公平に公正に業者の皆さん○井上委員

のところに仕事が回るようにということを考え

ておられて、丁寧な、こういう指名競争入札の

試行をしていただくわけだけれども、品質の均

等化、いわゆる工事の品質の確保、それは、ど

こがどんなふうに考えてやっていかれるので
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しょうか。

。○髙橋技術企画課長 技術企画課でございます

管理課と一緒になって、この指名についてやっ

ておりまして、技術企画課は指名の選定基準等

について検討しているところでございます。

、 、今の御質問に対しましては 14項目のうちの

先ほど管理課長が申し上げましたけど、１番の

完成工事高の評価、あるいは10番の工事成績、

それと、そのような中で高いものとか成績のい

いものとかいうのを評価いたしまして 14項─

目のうちの一つではございますけど 一応、─

総合的な評価の中の一つということにしており

ます。

それは、指名業者に入るときの評○井上委員

価でしょう。全体的なっていう意味。工事の標

準化っていうか、評価っていうのはどんなふう

にするのかって。細かく切るわけやから。

○図師県土整備部次長（道路･河川･港湾担当）

済いません、私のほうから、少しお答えさし

ていただきます。

まず、選定基準については先ほどお話したと

、 。おりの基準に基づいて 業者さんを選定します

それは、過去のその業者の、例えば工事の実績

ですとか、あるいは工事の成績、そういったも

のも当然加味をしながら、まず選定をいたしま

す。結果的に、そういう業者さんが受注をされ

、 、 、 、たというときに 今度は 現場のほうで 当然

土木事務所の監督員が現場に出向きまして、現

場の施行管理等をチェックをいたします。そこ

で、的確な指導をするということで、現場の品

質管理をチェックをする。そういうことで、品

質確保をしていきたいというふうに思っており

ます。

説明に来ていただいたときに、業○井上委員

界の方たちとどんなふうに意見交換してるの

かっていう話をさせていただいたら、大体、月

一回ぐらいは業界の方たちと意見交換をしてい

るというふうにお聞きしました。結構、密にそ

ういう意見交換を業界としておられるというふ

うに、それをベースにして考えれば、そういう

ことについて、業界とは、そこの確認というの

はしっかりとできてると もう 試行に当たっ─ 、

て、それは業界ともしっかりとそこについては

認識の一致ができてるというふうに理解してい

いということですよね。

○図師県土整備部次長（道路･河川･港湾担当）

委員おっしゃるとおり、業界のほうも、品質

管理というか、品質の確保というのが公共事業

にとっては一番大事なことですから、それは当

然のこととして理解をしていただいてるという

ふうに思ってます。

その上で、地域の災害対応力の強化という観

点から、地域の業者さんの育成、これもあわせ

て加味をして選定をすると、そういうことでご

ざいます。

業界全体をバランスよく上げてい○井上委員

くということとかを考えていけば、一方でいえ

ば、仕事がバランスよくないといかんというこ

とでもあるわけです。その公共事業の発注のバ

ランス、それはどんなふうに考えていますか。

○図師県土整備部次長（道路･河川･港湾担当）

、 、 、公共事業につきましては 地区ごとに 多少

発注量の差はございます。その地域の社会基盤

整備の状況ですとか、そういうことで差はござ

います。その地域ごとに発注されたものについ

て、できるだけその地域の業者さんに入札参加

の機会を与えるということで、今回は考えてお

ります。

できたら、宮崎の業者の人たちに○井上委員

力をつけていただきたいっていうのは、もう、
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これは皆誰もが考えてることで、大きな工事に

なればなるほど、宮崎の県内の業者にもっと技

術力を上げてほしい、頑張ってほしいというの

は、もう基本的にみんなあると思うんです。

だから、業界の皆さんと意見交換会をしょっ

ちゅうやっておられるのなら、そのあたりのこ

とについても、やっぱり理解をいただいておか

ないといけないと思うんです。公共事業は、バ

ランスよく、全部、全体にあるわけではなかっ

たりするわけだから。だから、そのあたりのこ

とについてもしっかりと業界とも意見交換をし

といていただきたいなというふうに思います。

だから、よく不満が出るのは、あっちは発注

しててとか、同じ業者がいっぱい受注しててと

かって、バランスの悪さをいつも言われるわけ

だから、そのあたりは、やっぱ、この試行に当

たってはしっかりと考えていただきたい。

もちろん、今までのようなことが起こらない

ということも大前提だけれども、一方では、そ

ういうこともしっかりと考えといていただきた

いというふうに思います。

○図師県土整備部次長（道路･河川･港湾担当）

今回は、この指名競争は3,000万円未満という

ことで、ＢクラスあるいはＣクラスの業者さん

が今回の指名の対象になってまいります。この

くらいの工事というのは、その地域ごとにある

。程度は発注があるという前提で考えております

今、委員がおっしゃいましたように、県内全

体での発注量のバランス、これの問題につきま

しては、これは金額の大きな、例えば、今、特

Ａクラスっていうのが、一番上にランクござい

ますけれども、このクラスの発注に関しては、

いわゆる県内全体の業者さんが参加できるよう

な、そういう入札方式もとっておりまして、そ

のあたりでの発注量と業者さんのバランスとい

いますか、そのあたりは、そこでもある程度は

調整できるのかなというふうにも思っておりま

す。

今、委員言われました○大田原県土整備部長

品質確保、これにつきましては、いろんな意見

交換会 それと今やってます総合評価 こういっ、 、

たものの成績が一番効いてきます。そして、今

回、この指名をやります後には、どれだけの成

績とるかが、次のまた指名の成績に跳ね返って

きますので、今、私たちが見る中でも、県内業

者さんの成績はもう相当上がって、品質確保に

対する意識も高まってきているっていうふうな

判断してます。

それと、バランスにつきましては、発注見通

しを毎月公表します。その中に、これはどうい

う方式で入札できますよということを明示しま

すので、それを、また、こちら本課のほうで、

全体的なバランスも見ながら、いろんな調整と

いいますか、そこら辺の検討も加えていきたい

というふうに考えております。

スマートインターチェンジのこと○外山委員

で、ちょっとお尋ねしたいんですが、この費用

が３カ所で約60億ぐらい。この費用、この事業

は、国の直轄になるんですか。

この費用 概算で書い○大坪道路建設課長 ─

ておるんですけど につきましては、高速道─

路の本線からインターチェンジつくるわけなん

ですけど、本線から料金所までは西日本高速道

路がお金を負担します。そして、その料金所か

ら、ゲートを出たその後から道路に連結をする

部分まで、その間については自治体、県であっ

たり、市とか町であったり、そういう負担分け

がされております。

県道からつなぐときは県の負担に○外山委員

なるんでしょうし、市道、町道からだったらそ
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。 、この自治体と そこあたりの負担の割合金額は

もうできているんですか。

これにつきましては、ま○大坪道路建設課長

だ、本当の概算でございますので、はっきりし

た数字はありません。ただ、地元自治体の負担

というのは、大体、数億円程度になるというふ

うに見込んでおります。

ここで国のほうが発表したという○外山委員

ことは、それなりの調査ができておっての上だ

と思うんです。そうなると、できるだけ早く完

成をしたいということになれば、県も早く予算

措置をする必要があります。その予定というの

は、今年度中に補正でも組んで予算措置をする

ということになるんですか。

今年度分につきまして○大坪道路建設課長

は、25年度の、具体的には社会整備総合交付金

というのがございますけど、そこに要望をもう

既にしておりまして、今回も交付金の全体とし

。 、てはお金がついております 県につきましては

もう既に交付申請をしたということで、国富の

スマートインターについては、もう交付申請も

しております。それで、ことしから測量とか設

計とか、これはほかの門川とか山之口について

もそうなんですけど、もう既に今年度から着手

できるようにやっております。

ということは、予定としては、本○外山委員

年度中に補正を計上してくるということでしょ

う。

補正というか、当初の予○大坪道路建設課長

算としてあります。

入ってるんですか。○外山委員

これは、交付金の中に含○大坪道路建設課長

まれております。

そうですか。○外山委員

これは、スマートインターチェンジの事業費

という形で、その交付金の中に書いてあったん

ですか。

交付金の、一応、パッケ○大坪道路建設課長

ージというのがございまして、その中に、イン

ターアクセス関連とかそういうパッケージがご

ざいましす。

例えば、日向のインターであれば327号の日向

バイパスとか、そういう中の一環としてインタ

ーアクセス道路の整備費ということで入れてお

りました。

わかりました。○外山委員

もう一度、指名競争入札試行のこ○中野委員

とで、お願いをしておきたいと思います。

今回は試行ですから、これが、本格的、正式

導入がいつになるかわかりませんが、本年度中

に試行結果を分析して、26年度以降にその方針

を示したいということですから、早ければ26年

度あるいはその翌年度ごろから、ひょっとする

と、うまくいけば、正式に導入したいというこ

とだと思います。

もともと 一般競争入札が始まったのは平成18、

年でしたか、官製談合の事件が、知事絡みの事

件がありました。それを反省して、その翌年か

ら新しい知事のもとで一般競争入札が始まった

ということであります。

それを、今回、試行とは言え、一部戻すとい

うことであり、これについて、また事件化する

んではなかろうかという懸念する向きもありま

すので、やっぱり注意はせんないかんと、こう

思います。まさか、こういうことに、業者が事

件化することに絡むということはないと思いま

す。そこ辺は、そのように信じておりますが。

もし、あった場合は、これはもう自業自得です

から、仕方ありません。それよりも、私が思う

のは、そういうことで、職員の皆さん方が絡ん
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で、結局、犠牲になるというようなことがあっ

てはならないと思うんです。

だから、今回は、試行だから 結局、試行─

のための選定基準はどうだろうかということだ

けでして、今から指名の試行をしていくわけで

すが 本格的な導入をするときには、そうい─

う犠牲にならないようなことも含めた正式な導

入というものを、ぜひ、していただきたい。

いろいろ、やればできると思うんです。過去

もいろいろな方式を取り入れたり、やめたり、

いろいろされてきました。先進県含めて、その

辺のことも、篤と、調査やら勉強もしていただ

いて、過去のことも反省していただいて、お互

いの職員の皆さん方が、犠牲には絶対にならな

いという、犠牲というか、申しわけありません

が、ならないように。そして、本人はもちろん

でありますが、家族が路頭に迷うようなことが

あってはならんと、こう思うんです。

ぜひ、そのことを考慮した制度にして、正式

に導入するときには、ぜひ、そういう形で導入

をしていただきたいと。そのことを、篤と、お

願いをしておきたいと、こう思っております。

私たちも、今言われま○大田原県土整備部長

した18年、肝に銘じておりますので、今後、こ

れは試行をする中でいろんな検証等もやってい

きます。その中で、先ほど管理課長が申しまし

たように、今後の方針どうするかも決めていき

ます。今言われました内容につきましては、肝

に銘じて、しっかりと含んで、その後の方針決

めていきたいというふうに考えております。

ほかにないようでしたら、その○黒木委員長

他、何かありませんか。

私、議場で聞いたような気がする○井上委員

んですけど、通学路の改善の必要な箇所、それ

について数を公表されたことがありましたが、

もう一度聞かせていただきたいんです。県内、

何カ所。

今、委員のおっしゃった○坂元道路保全課長

のは 合同点検の結果のことでよろしいんでしょ、

うか。

先般、国のほうから公表になりました。国、

県、市町村の道路管理者それから公安委員会と

実施するものがあります。宮崎県では、855カ所

というのが対象箇所に挙がっております。必要

な箇所ということですね。ことしの３月末現在

で、対策済みが374カ所というふうになっており

ます。進捗率が43％ということであります。

、 、○井上委員 これ 残りがまだ手つかずなのか

何かわかりませんが、そういうふうに残ってる

というふうに理解していいんですか。

今のは、対策済み、完了○坂元道路保全課長

ということの数字でして、あと、現在も引き続

き施工中のもございます あと 用地交渉を伴っ。 、

たり、いろいろお金が多くかかったりする箇所

も含まれておりますので、引き続き進めていく

ということにしております。

残りの箇所で、地域的なバランス○井上委員

が悪いような状態なんですか。どっかに集中し

てるみたいなところはあるんですか。

特に、そういう地域的な○坂元道路保全課長

バランスでということは、ないというように考

えております。

道路をずっと保全したり確保した○井上委員

りと、今いろいろされるときの計画の中に、こ

の未完了のところっていうのは、全部、丁寧に

入ってるというふうに理解していいんですか。

この結果は、先ほど申し○坂元道路保全課長

上げましたように、道路管理者それから公安委

員会、教育委員会とが三者で合同点検しており

ます。そこの中で、対策必要箇所ということで
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計上された感じであります。

、 、 、 、○井上委員 それの だから 具体的に どう

そこを改善していくのか、完了箇所にしていく

のか。それについての道筋、それはどんなふう

になってるのか。

、 、○坂元道路保全課長 合同結果の箇所を 今後

優先的に整備していくということで考えている

ところであります。

約500カ所ぐらいあるじゃないです○井上委員

か。約だけどね。それは、丁寧に整備していか

ない限りはずっとまだ残るじゃないですか。そ

れは、それを整備していくための手順っていう

か、そういうのっていうのはきちんと組まれて

いるものかどうか。どこが組むのかっていうの

がちょっと知りたいんですけど。その何とかか

んとか委員会でするんですか。

先ほど、ちょっと私が言○坂元道路保全課長

いました数字は、国、県、市町村全てが入って

いる数字を申し上げました。県土整備部で対応

する数字というのをちょっと申し上げたいと思

います。県で所管している道路ということで御

理解いただきたいと思います。

県が実施する必要対策箇所というのは、246カ

所になります。３月末時点で、そのうち県で所

管しているものは96カ所が対策完了ということ

で御理解いただきたいと思います。進捗率とし

、 、 、ましては約40％なんですが 今後も 引き続き

通学路の安全確保に向けまして歩道等の整備を

進めていくということで考えているところであ

ります。

以上です。

市町村とも丁寧に話して整備して○井上委員

いっていただけるように、努力を続けてお願い

しておきたいと思います。

先ほど、高速道の最近の動きについてという

ことで御報告いただいて、これについては大変

うれしく聞かせていただきました。高速道路は

宮崎はできないとかって言われながら、こんな

に、どんどん、きちんと開通をしていったとい

うことについては、大変うれしいことだという

ふうに思っています。

ただ、長年、私が議員としてずっと希望して

いるというか、熱望しているのは、やはり、細

島港を含めて物流の動きとかを考えると、どう

してもこの中央道というのが早く完成してほし

いということです。これは、もう長年私の願い

でして、なかなか、遅々として進まない、でも

今回調査費が計上されたりと、大変うれしいこ

ともあるわけです。

これについて、宮崎県が、何か、熱心に中央

道について具体的に動いてるというような印象

も余り持ってないところも私もあって、これの

見通しはどんなふうになってるのか、高速道対

策局長に聞かせていただきたいと思います。

中央道に対して、県の○直原高速道対策局長

取り組みがちょっといかがなものかというお問

い合わせかと思います。

私どもといたしましては、国を初めとして関

係機関のほうへ、この事業がより一層進みます

ようにと、具体的に言えば、早期の事業をして

ないところは早く事業をしてもらえるようにと

いうこと、それと、今、若干の区間であります

が、北方蔵田間、それと日之影高千穂間が、事

業工事中ということでありますが、そちらのほ

うも事業を早く進めていただいて、供用を早く

していただくこと、そういうふうなお願いもし

ております。

また、当然、宮崎県側だけができてもいたし

方ないところもありまして、熊本県側のほうも

事業が進捗いたしますようにということで、熊
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本県初め関係機関と調整を図ったりしておりま

す。

そういったところではございますが、委員の

おっしゃられますように、まだまだ道は遠いか

。 、 、 、なと思っております これからは 宮崎 延岡

その以北も含めて、東九州道ができ上がるとい

、 、 、 、う今後の力点は 当然 中央道であり それと

もう一つは、県南の清武南から志布志に向かう

。路線についても力を入れていくことになります

この２路線、ぜひとも、一つでも事業の段階

が上がっていくように、また供用する箇所がふ

えていくようにということで努めてまいりたい

と思っております。

物流にもさることながら、今、熊○井上委員

本の阿蘇とか来られて、観光バスは、高千穂の

、 、 、とこ ちょこっと寄っていただいて そのまま

また熊本に帰ったりするわけです。こっちのほ

うにずっと来ていただきたいということもあっ

て、この道路の重要性、宮崎県の経済的波及効

果っていうのは非常に高い道路でもあるわけで

す。だから、もう少し、国に対するアプローチ

の仕方とか含めて検討していただけるといいの

かなというふうに思っています。

ここには、難しい工事区間があるのか、それ

とも、これからまだ北のほうに行ったら……

うちの東九州自動車道も大変なところもある

わけですが、なかなか、この中央道っていうの

はしっかりと見えてこないというか 県民の─

注目も浴びていないというところもあるわけで

すけれども やっぱり、ここを早く完成させ─

ていくというのは、宮崎県にとってみれば非常

に大きな課題でもあると思うので、ある意味で

の対策というのを はっきりとした目標値を持っ、

た形でやっていただけるといいのかなというふ

うに思います。そこのところを、最後、聞かせ

てください。

なかなか、目標値とい○直原高速道対策局長

うところまで行かないのはあるんですが、今ま

では、この東九州道のほうを中心に国にお願い

してきたという経緯もあります。それが、一段

落ついて、今後は中央道にということでござい

ます。

それと、何よりも、今、ごらんになってる資

料の一番最初に書いてあるんですが、今年度、

高速道路の直轄事業関係の予算は、九州の中で

一番多くいただいたというようなことがありま

した。そういった勢いを引き続き保ちつつ行け

ば、この中央道それと県南の東九州道に対して

の事業の促進ということが、ますます期待でき

るのかなと思っております。

御指摘いただきましたことのお答えになるか

どうかわかりませんが、今後、これが私どもの

仕事だと思っておりますので、何とぞ、これか

らも、どうぞ御指導、御鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。

済いません。先ほど、補正予算○東河川課長

の海岸漂着物の御審議の中で回収処理費で

の5,300万のうちの処理費がどのくらいかという

御質問があり、ちょっとお時間をとらせていた

だきました。

基本的に、市町村の処分場であるとか、ある

いは民間の処分場であるとか、地域ごとでかな

り処分費が違ってございまして、また、あとは

流木であるとか、ごみがプラスチックごみであ

るとか、それによってもかなり違いがあって、

この5,300万のうち幾らが処理費かという積み上

げ等はございません。申しわけございません。

いずれにしましても、先ほどお話のありまし

、た塩分等の問題もちゃんと適正にできるように

関係の市町村であるとか、関係機関としっかり
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と連携を図りながら、適正な処理に努めてまい

りたいと存じます。

十分な回答になってませんが、そういうこと

でよろしくお願いいたします。

、 、○押川委員 高速道路の関係ですけども 今度

清武ジャンクションの手前、東九州自動車道、

西都から来る道路と、宮崎道から上る道路の途

中でクロスになるんです。私も何回か通ったん

、 、ですが まだ事故が起こらないからいいものの

これ、完全に東九州自動車が開通をして、自動

車の台数が多くなったときには ちょっと やっ、 、

ぱり怖いというような気がするんですが、あそ

、 。こ どういうふうに考えていらっしゃいますか

ちょうどクロスになって、西都から来て宮崎

道に乗るんです。その宮崎のインターから上る

道路がちょうどクロスになるんです。かなり、

危険だなというふうに、私感じたんですけど、

どういうふうに見ていらっしゃいますか。

もう一度、ちょっと御○直原高速道対策局長

質問確認させていただきたいんですが、農免農

道と交差するところがあるんですか。

東九州自動車を清武から入ります○押川委員

よね。そしたら今度ロータリーになってますよ

ね 宮崎道から入ったものと 今度は本線に入っ。 、

ていくじゃないですか。そこが、車がクロスに

なるんです。

それは、清武の合流部○直原高速道対策局長

の高速道路が、ジャンクションでいいますと、

要は４方向あるんです。

、 、○押川委員 その手前の 西都からおりてきて

ロータリーなるじゃないですか。新しく、今度

道路ができた。そして、宮崎道と入り込むんで

す。

宮崎から入ってくる車。東九州自動車道に入

るでしょう。そこがクロスになるんです。

台数が多くなったら、事故があるんじゃない

かということも、だいぶ、私にもそういう話は

来てるもんですから どういうふうに考えてらっ。

しゃるかなと思って。あそこ、ほんとに危険な

箇所と思っています。

その利用が、これが３○直原高速道対策局長

月から始まって まだ案内ができ上がってな─

いといってはあれなんですけども 実際、つ─

くってみた案内と、利用者さんがその案内を見

てどう動くかというのが、まだしっくりいって

ないところがあるんだと思います。

、管理されているネクスコ西日本九州支社でも

こちらの問題は改善すべきことということで、

今までも標識を色を使って、誤侵入とかがない

ようにというようにしておるんですが……

確かに、こちらのところは、本来、西都から

、都城に行くのがメーンルートのはずなんですが

構造上が、どうしても西都から清武のほうに行

くほうをメーンルートに設定してしまっている

ために、利用者さんからすると、ちょっと感覚

的に 本能的にっていったほうがいいのかも─

しれませんけども 理解がちょっと、わかり─

づらいようなところがある面は、確かにあるん

だと思います。

現に、笑い話ですけども、高速道対策局の職

員も、誤侵入して、頭かいてたことがあったり

したんです。それぐらいのものですから、これ

は、きょう、こういったお話があったというこ

とも、私どものほうから西日本高速のほうに申

し入れさせていただきますし、何かしらの対策

を、また打てるようにということで、私どもも

西日本高速のほうにお願いしてまいりたいと

思っております。

ほんと、大事故が起こらないうち○押川委員

に、そういう進入路、標識あたり、あるいは道
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路にも書いていただく。事前に、そういう、知

らしていただくような、慣れるまでの準備期間

とか、そういうものはやっぱり対応していただ

くよう対策をお願いを申し上げておきたいと思

います。

それから、いいですか。部長、高速道路、あ

りがたいことに、今年度中、宮崎から延岡まで

開通するということであります。そして、もう

一般質問あたりでも、いろいろ、その歓迎のあ

り方あたりが出てきておるんですが、既にそう

いった開通に向かってのどういうものをやろう

かというような取り組み、計画、そういったも

のはもう持ってらっしゃるのか 持ってらっしゃ、

らないのか。ちょっとお聞きをしたいと思いま

す。

私のほうからお話さし○直原高速道対策局長

ていただきます。

日向都農間が今年度のいつできるかというの

はわからないんですが、今のところ考えており

ますこととしては、開通の記念イベントを３つ

ほど今考えております。

１つ目は、これまで高速道路をつくってくる

に当たって、埋蔵文化財の調査をして、その後

で道路の事業に入っていくわけですが、そのと

きに発掘された埋蔵物を一つのテーマにして

それと、たまたまですが、そういった考古─

学といいますか、ちょうど大正のあたりに宮崎

の埋蔵文化財の発掘が開始されて、ことしで100

年を数えるという、ちょうどその年にも当たっ

たということがございまして 埋蔵文化財セ─

ンターのほうにも御協力いただいて、一つ講演

会を企画しておるところでございます。

２つ目は、開通の式典のプレイベントという

とこになります。現在、イベントの内容は検討

中ではあるんですが、例えば、今までですと、

高鍋から都農の間ができたというような一区間

ができるというものよりは、大がかりなものと

して、県民の皆さんが喜んでいただけるような

イベントを一つ考えております。

それと、もう一つが、広域開通記念事業とい

うことで これは、まだ全く何するかはこれ─

からの検討なんですが 例えば、県庁の中で─

もほかの部局とタイアップしながら、これも県

全体の市町村の方が、関与するというか喜びを

分かち合えるような形で これは、道路の開─

通ということだけじゃなくて、県内の経済です

とか、それとか、あとは教育になるかもしれま

せんし、ちょっと、どういったことにするから

はこれからの検討なんですが 情報提供と、─

それとイベントみたいなものを行えればなと考

えているところです。

その３本立てを今のところ考えております。

この高速道路、特に、東九州自動○押川委員

車については、県民がひとしく待ち望んでおっ

た道路だというふうに理解をいたします。

そういう中で、やっぱり、これは、もう宮崎

、 。 、県全体が このことにはお祝いをする そして

、 、ありますとおり 中央道あるいはこの清武以南

─これを、やっぱり早くつなぐというような

私は、県民がそのイベントに参加するようなも

のにしていただきたい。ぜひお願いをいたしま

す。

今、３つは、大体わかりましたけども、もっ

と、やっぱり、この宮崎県みんなが喜ぶという

ことを、どう表現するかということが大事では

ないかなと思いますので、そこらあたりを、部

長を中心とされて、ぜひお願いをしておきたい

と思います。

２点ほど聞きたいんですが。その○外山委員

前に、高速に関して、今、押川委員からちょっ
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とあったことで、私もちょっと思ったところが

もう一カ所あるんです。危険だなと思って。私

自身がしょっちゅう通るし、人から言われたの

は、都城のほうから高速を来て、宮崎の269にお

りていくとこがありますよね。そして、まっす

ぐ行くと一つは有料道路 そして 左に行くと269、 、

におりるとこ。実は、あそこに、今度は269から

、 、来て この一ツ葉に行くときはくるっと回って

高速のところに出てくるわけです。だから、そ

このところを、青島のほうから来て、一ツ葉に

行こうとするときに、都城のほうからすっ飛ん

で車が来るわけです。宮崎、269におりようとす

るのは、この左のほうへパーンと寄ってきます

から あそこは 何か やっぱり 269から上がっ。 、 、 、

てきたとこに一時ストップをするか、何か、場

所変えるかしないと 今までよう事故がな─

かった、あったのかわかりませんけど、一回、

調査をここはしてもらう必要があるかなという

ことをいつも感じてます。一回、あそこ乗って

みてください。

乗った覚えはあるんで○直原高速道対策局長

、 、すけども そんなにあれだったかなというのは

私がちょっと鈍感なのかもしれません……

ちょっと、もう一度確認させていただきます。

そういうことで、私もヒヤッとし○外山委員

た経験が何回かあるもんですから。

次に、平和台公園に関して、実は、午前中、

商工のほうに、所管が都市計画ちゅうことはわ

かった上で、観光の視点から、あそこに登った

ときに木が大きくなって宮崎のほうが見えない

という話をしたんです。私が高校時代ぐらいま

では、大体見えておりました。あそこから見る

と、今の人はほとんどわからないでしょうが、

あそこの平和台の上のほうから見ると、当時、

この大淀川がとうとうと流れて 宮崎平野があっ、

、 、て それで東のほうに太平洋が一望に見えるし

それが、全部見えるわけです。ところが、今は

全然それが見えないでしょう。

それで、商工のほうに、観光という視点から

どうだと。そしたら、やっぱり所管が違うから

はっきりは言いませんが、気持ちとしては、木

は切ったほうがいいという発言はあるけど、そ

れ以上の発言は、やっぱない。それで、商工の

、部長はやっぱりしっかりしとるなと思ったのは

この件は、県土整備部長と協議をしてみたいと

いう発言が、きょうありました。

そこで、都市計画の課長に聞く必要はありま

せん。私もよくわかっとるから。木を、何も、

倒せっていう話じゃないんです。もし、頭をど

のくらいカットしたら見えるか、そして、県有

地がどのぐらいあるか、民有地がどのぐらいあ

るか、その調査を一回してもらいたいなと。そ

の上で、県有地の場合は、木の頭を切ったって

いうのは別に問題はないと思うんです。民有地

、 。の場合は 所有者のいろんな考え方があるから

そこ辺のところもありますが、一度調査をされ

て、そして、その可能性があるかどうかを踏ま

、 。えて また報告をいただくといいと思うんです

まず、調査をしてもらいたいんですが、部長。

今、委員おっしゃられ○大田原県土整備部長

ましたこと、私も、おととし、ちょうど一緒に

現地見さしてもらいまして、そこでも話が出て

おりました。

今言われました調査も含め、あと、もっと広

く一般県民の方の意見も聞きながら そこの─

ワシントニアパーム、あれをどうするかってい

うのを、国交省のほうはいろんな方々の意見を

聞いて対応方針出したというようなことも聞い

ております。

私たちも、今、委員が言われました調査をま
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ずやって、いろんな対策はあるかと思うんです

が、それも、また広く県民の皆さんの意見も伺

いながら、いろんな検討を進めていきたいとい

うふうに考えております。

ぜひ、宮崎はほかに高いとこはな○外山委員

いんです。みんな見える場所が。何とか、観光

のためにこれを生かしたいなと思います。

それから、もう一点、運動公園の中に日本庭

園があります。これは、宮崎県で一番すばらし

い日本庭園だと私は思います。ところが、県民

の方もほとんど行かれない、知らないのかな。

だから、これをもう少し生かしていく方法とい

うか、これは商工あたりと連携して、何かいろ

んなあれにはめて入れていくとか。

それから、スポーツに来た人たちに、帰りに

あそこを見てほしい。あれだけのもの、もった

いないです。ぜひ、これ、要望にしておきます

が、お願いをしておきます。

先ほどの運動公園の日本○大谷都市計画課長

庭園の話なんですが、委員おっしゃるように、

非常にすばらしい施設です。

現在は、指定管理者がおりまして、指定管理

者のほうの自主事業等であそこの活用はやって

、 、 、おるんですけれども さらに 運動をされる方

それと県民の方が利用できるような方策につい

ては、また考えていきたいと思います。

昨日の一般質問で、時間切れで質○中野委員

問できませんでした。県土整備部長は答弁に一

、 、生懸命になっておられて 肩透かしを食わして

申しわけありませんでしたが。

質問したかったのは、先日、我々は県北調査

をしたときに細島に行きました。そのときに、

沖防波堤、北、南ありますが、これが総額で560

億でしたか、大変巨額なお金を投じて、今つく

。 、る途中なんですけれども この560億というのは

ことしの皆さん方の予算が、特別会計を入れ

て742億ですよね。それから見ても、いかに巨額

なお金かということになります。

ところが、話を聞いたら、その沖防波堤、超

大型の50年に一回の台風が来ても大丈夫なもの

をつくるということだけれども、地震・津波に

対しては、そのことの対応がしていないという

話でありました。これは、もう、560億もかけて

するものが、一発の津波、南海トラフ巨大地震

の津波が予定されている中で、全く対応しない

というのは、非常におかしなことだなと。その

巨額のお金が一瞬にして壊れて無駄になったら

大変なことです。

、 。 、それで 細島には化学工場もある それから

中国木材も今度は進出する。広大な土地に、今

から材木が置かれてきます。あの材木だって、

津波が来たら押し流されたら、それは、今度は

物すごい威力で民家を壊し、危害を加えていく

と思うんです。あの港湾に、いかにして津波を

抑えるかということを考慮しないと大災害が起

こると、こう思うんです。

だから、大変な巨額ですから、それを無駄に

しないように。南海トラフも想定されておりま

すので、ぜひ、津波対応もした沖防波堤にする

ように。まだ、直轄工事もありますから、国に

もそういうことをお願いして、ぜひ取り組みを

していただきたい。

私は、今回、大規模災害防災対策特別委員長

を仰せつかっておりますから、あの現場をまた

近く見に行きたいと思うんです。そのときまで

には、一つ、対応を決定しとってください。よ

ろしくお願いします。その意気込みを部長に、

そのことをきのう聞こうと思ったんです。申し

わけありませんでした。

この場で質問していた○大田原県土整備部長
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、 。 、だきまして ありがとうございます きのうは

緊張しておりましたけど……

、 、 、今 委員おっしゃられました防波堤 あれは

国の基準、これは平成19年だったですか、改定

がありまして、それで台風なんかの高潮で設計

して、それで今の施工実施されております。そ

ういう、全国的にその基準でしてあるんです

が、3.11、震災のときも津波の到達時間をおく

らせる効果があって、避難とか、そういう住民

の方が逃げる時間を少しでも持たせたとか、そ

のように聞いております。

、 、そういう知見といいますか 経験を踏まえて

ことしの１月に津波に対するガイドラインがで

きたというふうに聞いております。いわゆる

よく聞かれてると思うんですけど 粘り─ ─

強い、そういう設計高以上の津波が来ても簡単

には壊れない、そういう粘り強い対策、設計を

。しなさいというガイドラインができております

、 、今後は 今までもつくってきた防波堤も含め

新しい防波堤はなおなんですが、そういうこと

で、国も連携しながら、そういうふうな見直し

た新しい設計、それで進めていきたいというふ

うに考えております。

それと、木材関係の漂流した後の心配といい

ますか、被害関係を防止するためには、やはり

流出防止の柵とか 先進地で見てみますと、─

高知県がもうそういうことをやってるというふ

うなことを聞いております。そういう進んでお

るところの事例等を参考に。また、この細島港

も、県の３つの重要港湾ですけど、港湾ＢＣＰ

もつくっております。その中で、各企業さんも

、 、いろいろ考えているかと思うんですが まずは

私たちもどういうふうな対策ができるのか、場

所も含めて、そういう検討を今後進めていきた

いというふうに考えております。

ほかにないようでしたら、以上○黒木委員長

をもって県土整備部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時８分休憩

午後３時12分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、20日に

行いたいと思います。

開会時刻は13時30分としたいのですが、よろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

そのほか、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○黒木委員長

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○黒木委員長

日の委員会を終わります。

午後３時13分散会
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午後１時30分再開

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 清 山 知 憲

委 員 外 山 三 博

委 員 中 野 一 則

委 員 押 川 修一郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 山 口 修 三

議事課主任主事 田 代 篤 生

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

一括でよろしいでしょうか。そ○黒木委員長

れでは、一括して採決いたします。

議案第１号及び第10号について、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○黒木委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号ほか１件については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第32号「宮崎地方最低賃金改正等

についての請願 、この取り扱いはいかがいたし」

ましょうか。

暫時休憩します。

午後１時31分休憩

午後１時42分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

それでは、お諮りいたします。

請願第32号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。よって、請願第32号○黒木委員長

を継続審査とすることは否決されました。

ただいま、継続審査とすることは否決されま

したので、これからは採択または不採択のいず

れかをお諮りすることになります。

ここで、井上委員にお聞きしますが、これか

らすぐに採決してもよろしいでしょうか。

どうぞ。○井上委員

それでは、請願第32号の賛否を○黒木委員長

お諮りいたします。

なお、態度保留の場合は、退席したものとみ

なしますので御了承ください。

請願第32号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。それでは、念のため○黒木委員長

に反対採決を行います。

請願第32号について、不採択とすることに賛

成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第32号○黒木委員長

は不採択とすることに決定いたしました。

それでは、次に、委員長報告骨子（案）につ

平成25年６月20日(木)
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いてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時44分休憩

午後１時46分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○黒木委員長

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「商工観光振興対策及び土木行政の推進に関

する調査」については、継続審査といたしたい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○黒木委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、高速自動車国道建設促進宮崎県期成同

盟会総会についてであります。

。今年度は７月26日に開催を予定しております

当同盟会は当委員会が主体となって活動を行

うこととなっており、昨年の総会以降の経過を

中心に委員長が報告を行うこととなっておりま

す。

この報告に当たって、お手元に配付の「委員

長報告骨子（案 、今、配っておりますが、こ）」

れをもとに行いたいと思っておりますが、ごら

んいただきまして、御意見がありましたらお願

いいたします。

特にありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

特にないようでしたら、総会に○黒木委員長

おける委員長報告につきましては、正副委員長

。に御一任いただくことで御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○黒木委員長

す。

なお、総会当日は、午前11時から総会におけ

る委員長報告を協議するための「全員協議会 、」

午後１時半から「基調講演 、午後２時10分から」

「総会」となりますので、よろしくお願いしま

す。

次に、閉会中の委員会についてであります。

７月は、高速自動車国道建設促進宮崎県期成

同盟会総会の前々日、24日に総会における委員

長報告について協議を行いますので、よろしく

お願いします。

次に、県外調査についてであります。

暫時休憩いたします。

午後１時49分休憩

午後２時７分再開

それでは、委員会を再開いたし○黒木委員長

ます。

まず 県外調査についてでありますが 10月23、 、

日から25日にかけて、詳細については正副委員

長に御一任をいただくことで御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

御連絡をいたしますので、よろしくお願いしま

す。

その他、何かありませんか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでしたら、以上で委員○黒木委員長

会を終了いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後２時７分閉会
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商工建設常任委員会委員長 黒 木 正 一
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